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もなかった。

2原審は、本件請求は本件建物の共有持分権が上

告人自体に帰属することの確認を求めるものであると

ころ、権利能力のない社団である上告人が所有権等の

主体となることはできないとして、本件請求を棄却し

た何

鍾

懲 I

民事

◎権利能力のない社団であるXが提起した

建物の共有持分権確認請求訴訟において

控訴審がxの請求につき共有持分権の構

成員全員への総有的帰属の確認を求める

趣旨か否かについて釈明権を行使するこ

となく棄却したことに違法があるとされ

た事例

3 しかしながら、本件の第1審及び原審において、

当事者双方は、専ら本件合意の存否に関して主張をし、

これを立証の対象としてきたものであって、上告人が

所有権等の主体となり得るか否かが問題とされること

はなかった。権利能力のない社団がその名において取

得した資産は、その構成員全員に総有的に帰属するも

のであるところ（最高裁昭和35年（オ）第1029

号同39年10月15日第一小法廷判決・民集18巻

8号1671頁参照） 、 当事者双方とも上記判例と異

なる見解に立っていたものとはうかがわれない。

そうすると、本件請求については、本件建物の共有

持分権が上告人の構成員全員に総有的に帰属すること

の確認を求める趣旨に出るものであると解する余地が

十分にあり、原審は、上記共有持分権が上告人自体に

帰属することの確認を求めるものであるとしてこれを

直ちに棄却するのではなく、上告人に対し、本件請求

が上記趣旨に出るものであるか否かについて釈明権を

行使する必要があったといわなければならない。

したがって、原審が、 卜訂,のような措置奔少ろこル

なく、本件請求は上記確認存求めろ＃､のである卜して

これ券棄却したことには≦釈明権の行ｲ申存怠った違法

がある。 この違法が判決に影響を及ぼすことは明らか

件名共有持分権確認請求事件

最高裁判所令和3年（受）第919号

令和4年4月12日第三小法廷判決破棄差戻L

上告人春日町町内会

被上告人小菅ヶ谷睦会町内会

原 審東京高等裁判所

主 文

原判決を破棄する。

本件を東京高等裁判所に差し戻す。

理 由

上告代理人田渕大輔の上告受理申立て理由について

1 記録によれば、本件の経過等は次のとおりであ

る。

(1) 上告人は、被上告人に対し、第1審半l1決別紙物

件目録記載の建物（以下｢本件建物」 という。 ）につ

いて上告人が共有持分権を有することの確認を求める

旨を訴状に記載して、本件訴えを提起した。上告人は

権利能力のない社団であり、上記訴状にもそのことが

記載されていた。 ：

（2） 第1審において、上告人は、本件建物の建築時

に上告人及び被上告人を含む3町内会の間で本件建物

をその3町内会の共有とする旨の合意（以下「本件合

意」 という。 ）がされた旨主張した。 これに対し、被

上告人は､本件合意がされた事実はないから、上告人
は本件建物の共有持分権を有しない旨主張した。

第1審は、本件合意の存否が本件の争点であり、本

件合意があったと認められるとして、本件請求を認容
. 、

する判決をし、被上告人が控訴した｡

（3） 原審においても、上告人及び被上告人は、専ら

本件合意の存否に関する主張をした｡

(4) 第'審及び原審において､上告人が本件建物の
共有持分権の主体となり得るか否かという点について ｜
主張がされることはなく、 この点が問題とされること i

である。

4 以上によれば、論旨は理由があり、原判決は破

棄を免れない。そこで、更に審理を尽くさせるため、

本件を原審に差し戻すこととする。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判

決すゐ。

(裁判長裁判官宇賀克也裁判官戸倉三郎裁判官

長嶺安政裁判官渡邊惠理子）
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（2） 被告人が、第1審判決に対して控訴し、事実誤

認を主張したところ、原判決は、職権で、農地を転用

する目的で所有権を移転するためには、農地法所定の

許可が必要である以上、この許可を受けていないBに

本件土地の所有権が移転することはないから、本件士

地に関してBを被害者とする横領罪は成立し得ず､第

1審判決には、横領罪の解釈、適用を誤った点につい

て判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤り

があるので、被告人の控訴趣意を検討するまでもなく

破棄を免れないとの判断を示し、第1審判決を破棄し

て被告人を無罪とした。

3 当審における検察官の所論について

所論は、原判決の判断が、高松高等裁判所昭和58

年（う）第182号同年11月22日判決・刑事裁判

月報15巻11 ． 12号1180頁（以下「高松高裁

判決」という。 ） と相反すると主張する。

高松高裁判決は、農地を譲り受ける契約をした者が、

第三者に委託し、当該第三者名義で農地法所定の許可

を受け、当該第三者に所有権移転登記を経由していた

ところ、当該第三者の相続人が無断で同農地に抵当権

を設定したという事案について、同相続人に横領罪の

成立を認めている。原判決は、 このような事案におい

ても横領罪が成立し得ないとするものであるから、刑

訴法405条3号にいう、最高裁判所の判例がない場

合に、控訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する

判断をしたものと認められる。

なお、所論は、原判決の判断が最高裁判所の判例と

相反するとも主張するが、所論が引用する最高裁判所

の各判例は、いずれも、本件と事案を異にするもので

あって、 この点は刑訴法405条の上告理由に当たら

ない。

4 当裁判所の判断

(1) .農地の所有者たる譲渡人と譲受人との間で農地

の売買契約が締結されたが、譲受人の委託に基づき、

第三者の名義を用いて農地法所定の許可が取得され、

当該第三者に所有権移転登記が経由されたという場面

では、原則として、農地法所定の許可を得ていない譲

受人に対して農地の所有権は移転しないから、譲受人

から当該第三者への占有（登記名義の保有）の委託は、

所有者でない者からされたことになる。 しかし、 この

ような場面において、譲渡人は、譲受人に農地の所有

権を移転する意思を有していることが明らかである上、

当該第三者と共同して農地法所定の許可申請手続や登

記の移転手続を行う立場にある。また、農地の売買契

約自体は成立しており､譲受人は、譲渡人に対し、条

件付きの権利を所有権移転請求権保全の仮登記により

保全することもできる関係となる（最高裁昭和45年

（オ）第344号同49年9月26日‘第一小法廷判決．

刑事

◎農地の売買契約が締結されたが、譲受人

の委託に基づき第三者の名義を用いて農

地法所定の許可が取得され、当該第三者

に所有権移転登記が経由された場合にお

いて､当該第三者が当該土地を不法に領
得したときの横領罪の成否

件名横領被告事件

最高裁判所令和2年（あ）第131号

令和4年4月18日第二小法廷判決破棄差戻し

被告人山田幸男

原 審東京高等裁判所

主 文

原判決を破棄する。

本件を東京高等裁判所に差し戻す。

理 由

検察官の上告趣意のうち、判例違反をいう点につい

て

1 本件の訴因変更後の公訴事実の要旨

被告人は、平成27年9月頃、Aが取締役を務める

有限会社B (以下「､B」 という。 ）がC所有の茨城県
（以下省略）の土地（以下「本件土地」 という。 ）を

購入するに当たり、本件土地の農地転用許可を得るた

めに本件土地の登記簿上の名義人を一旦被告人とし、

農地転用等の手続及び資材置場として使用するための

造成工事終了後にBに本件土地の所有権移転登記手続

をする旨Aの兄であるDと約束し、同年10月25日、

被告人が代表理事を務めるE組合に前記Cが本件土地

を売却する旨の合意書を作成し、その際、Dに土地代

金500万円を支払わせ、同年12月18日から同組

合を登記簿上の名義人として本件土地をBのために預

かり保管中、D及びBに無断で本件土地を売却しよう

と企て、平成28年7月14日、株式会社Fに、本件

土地を代金800万円で売却譲渡した上、同日、本件

土地について同社への所有権移転登記手続を完了させ、

もって横領した。

2第1審及び原審の審理経過及び判決

(1) 第1審で、被告人は、要するに、本件土地は自

己の出指で取得したものであるからく刑法252条1

項の「他人の物」には当たらないと主張して、同項の

横領罪の成立を争ったが、第1審判決は、本件土地の

買主はBであるとして被告人の主張を排斥し、訴因変

更後の公訴事実どおりの犯罪事実を認定して被告人を

懲役1年6月に処した。
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民集28巻6号1213頁参照） 。 このような、農地

の譲渡人の意思や立場､譲受人との関係に照らせば、

前記のような場面において、農地の所有者たる譲渡人

は、譲受人が当該土地の占有（登記名義の保有）を‘第

三者に委託することを許容し、その権限を付与してい

るものと認められる。 このような場合、委託者が物の

所有者でなくとも、刑法252条1項の横領罪が成立

し得ると解するのが相当である。

（2） 一方、農地の売買に際し、第三者名義を用いて

農地法所定の許可を得ることやく譲受人自身が許可を

得ないで農地を転用、取得することは、農地法に違反

する行為である。しかし、農地法の趣旨は､耕作者の

地位の安定や農業生産の増大を図るという点にあり、

これに違反することが直ちに公序良俗に反するとまで

はいえない上、農地法が適用されるのは農地であり'、

農地であるか否かはその土地の現況によって判断され

るところ、農地の売買契約締結後に当該土地が非農地

化した場合、農地法所定の許可なくして所有権移転の

効力が生ずる可能性がある（最高裁昭和42年（オ）

第429号同年10月27日第二小法廷判決・民集2

1巻8号2171頁、最高裁昭和44年（オ）第49

8号同年10月31日第二小法廷判決･民集23巻1

0号1932頁、最高裁昭和48年（オ）第899号

同52年2月17日第一小法廷判決・民集31巻1号

29頁参照） 。 これらの事情に照らせば、委託関係の

成立過程に農地法違反があるということのみから刑法

252条1項の横領罪の成立を否定すべきものとは解

されない。

する判断をしたもので、判決に影響を及ぼさないこと

が明らかな場合であるとはいえない。論旨は理由があ

る。

よって、検察官のその余の上告趣意に判断を加える

までもなく、刑訴法405条3号、 410条1項本文

により、原判決は破棄を免れず、同法413条本文に

従い、更に審理を尽くさせるため本件を東京高等裁判

所に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

検察官田野尻猛公判出席

(裁判長裁判官菅野博之裁判官三浦守裁判官

草野耕一裁判官岡村和美）

(3) したがって、

Rh.．

＜法に循得

木1工三 蛇一 ＝非

そうすると、同様の事案において刑法252条1項

の横領罪の成立を認めた高松高裁判決の結論は正当で

あり、変更の必要は認められない。

5 なお、被告人は、原審でも、要するに、 自己の

出指で前記組合が本件土地の所有権を取得したとして、

事実誤認を主張|していたが、原判決はこの主張につい

て判断をしていない。 この主張が認められれば、前記

4で判断したところにかかわらず横領罪の成立は否定

されることになるから、本件ではこの主張について判

断した上で、本件の具体的事実関係の下での横領罪の

成否を判断すべきである。

6 以上によれば、原判決は、最高裁判所の半|｣例が

ない場合に、控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反

3
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東京高等裁半ll所判事

司法研修所教官 加藤聡

名古屋高等裁判所判事

司法研修所教官 片山博仁

大阪地方裁半ll所判事

司法研修所教官 中武由紀

司法研修所教官

東京地方裁判所判事 石田佳世子

同 実本滋
大阪地方裁判所判事 遠藤謙太郎

定年退官

吹田簡易裁判所判事 白崎省吾

（以上4月5日）

吹田簡易裁判所判事

大阪簡易裁判所判事 瀧ﾉ | |勝子

任期終了退官

千葉家庭・地方裁判所佐倉支部判事 金光秀明

（以上4月6日）

東京高等裁判所判事

司法研修所教官 渡辺美紀子

札幌地方裁判所判事Ⅲ

札幌高等裁判所事務局長 井戸俊一

札幌高等裁判所事務局長

司法研修所教官 林欣寛

司法研修所教官

東京地方裁判所判事 田中昭行

（以上4月8日）

定年退官

保土ケ谷簡易裁判所判事 栗田昭彦

（4月9日）

保土ケ谷簡易裁判所判事 森義之

（4月10B)

定年退官

東京簡易裁判所判事 齋藤章

依願退官

大阪家庭・地方裁判所堺支部判事補 杉濱美穂

（以上4月15日）

定年退官

富山地方・家庭裁判所長 堀内照美

（4月17日）

富山地方・家庭裁判所長

名古屋地方裁判所半|｣事 吉田彩

名古屋地方裁判所判事

東京高等裁判所半ll事 上村考由

松山地方・家庭裁判所判事補

大阪地方・家庭裁半|｣所判事補 豊臣亮輔

（以上4月18日）

' ？ ■ 資料j !11 ，

◎裁判統計速報について

例年、 4月1日号に掲載していた「裁判統計速報」

は、今年度から、 「司法統計年報速報版」 として裁判

所ウェブサイトに掲載することとなりました。

裁半|｣所ウェブサイト :https://www.courts.go; jp/

|霞 記事 1

◎叙位.叙勲{2月分､牝亡者いみ‘
従六位・瑞宝双光章

元熊本地方裁判所民事訟廷管理官 澤田一民

(2月9日）

正五位

元日本弁護士連合会理事 金井和夫

(2月12日）

正四位。瑞宝小綬章

元広島家庭裁判所判事 増田定義

(2月14日）

正五位・瑞宝双光章

大阪地方裁判所主任書記官 五十嵐成和

(2月15日）

従五位・旭日小綬章

元日本弁護士連合会常務理事 今井光

(2月22日）

◎人事異動

定年退官

簡易裁判所判事 安間雅夫獺1粗ノコ間易表瓦干|旧T千|｣旱

会津若松簡易裁半|｣所判事

依願退官

東京地方裁判所判事補東京地方裁判所判事補

青山

野口奈央

（以上4月2日）

瀬戸簡易裁判所判事

名古屋簡易裁判所判事 上杉誌朗

会津若松簡易裁半ll所判事

福島富岡簡易裁判所判事兼相馬簡易裁

判所判事 島影久治朗

福島富岡簡易裁判所判事兼相馬簡易裁判

所判事

弘前簡易裁判所判事 山崎潤一

（以上4月3日)

定年退官

大阪簡易裁判所判事 久保隆俊

福岡簡易裁判所判事 岩下五夫

（以上4月4日）

4



時報裁半ll 所 令和4年5月1日 第1789号

◎
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
案

要
綱

◎
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

標
記
の
法
律
案
が
、
令
和
四
年
三
月
八
日
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
○
八
回
国
会
に
提
出
さ
れ
ま

し
た
。こ
れ
ら
の
法
律
案
は
、
刑
事
施
設
に
お
け
る
受
刑
者
の
処
遇
及
び
執
行
猶
予
制
度
等
の
よ

り
一
層
の
充
実
を
図
る
た
め
、
懲
役
及
び
禁
鋼
を
廃
止
し
て
拘
禁
刑
を
創
設
し
、
そ
の
処
遇

内
容
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
対
象
者
の
拡
大

等
の
措
置
を
講
じ
、
並
び
に
罪
を
犯
し
た
者
に
対
す
る
刑
事
施
設
そ
の
他
の
施
設
内
及
び
社

会
内
に
お
け
る
処
遇
の
充
実
を
図
る
た
め
の
規
定
の
整
備
を
行
う
ほ
か
、
近
年
に
お
け
る
公

然
と
人
を
侮
辱
す
る
犯
罪
の
実
情
等
に
鑑
み
、
侮
辱
罪
の
法
定
刑
を
引
き
上
げ
る
必
要
が
あ

る
こ
と
並
び
に
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
関
係
法
律
の
規
定
の
整

理
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
提
出
さ
れ
た
も
の
で
す
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
法
律
案
で
は
、
施
行
日
は
、
侮
辱
罪
の
法
定
刑
引
き
上
げ
に
関
す
る
規

定
（
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
）
等
一
部
の
規
定
を
除
き
、

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

《
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
》

要
綱
Ⅱ
別
添
２
の
と
お
り

要
綱
Ⅱ
別
添
１
の
と
お
り

法

律

等

』ぬ
〕 穴

Ｊ

１

‐

１

Ｊ

ゾ

、

ｔ

ｊ

〃

Ｐ

‐

ｌ

ｌ

Ｉ

１

ｒ

ｌ

I

$

Ⅱ

5



裁判所時報第1789号別添1

第
一
刑
法
の
一
部
改

一
拘
禁
刑
の
創
設

３
拘
禁
刑
は
、
刑
事
施
設
に
拘
置
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
二
条
第
・
一
項
関
係
）

４
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
は
、
改
善
更
生
を
図
る
た
め
、
必
要
な
作
業
を
行
わ
せ
、
又
は
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
二
条
第
三
項
関
係
）

二
刑
の
執
行
猶
予
制
度
の
拡
充

１
再
度
の
刑
の
全
部
の
執
行
猶
予
を
言
い
渡
す
こ
と
の
で
き
る
要
件
の
緩
和

前
に
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
て
も
そ
の
刑
の
余
部
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
た
者
が
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
の
言
渡
し
を

受
け
、
情
状
に
特
に
酌
量
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
が
確
定
し
た
日
か
ら
一
年
以
上
五
年
以
下
の
期
間
、
そ
の
刑
の
全

・
部
の
執
行
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
た
だ
し
、
こ
の
１
本
文
の
規
定
に
よ
り
刑
の
全
部
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
て
、

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
識
観
察
に
付
せ
ら
れ
、
そ
の
期
間
内
に
更
に
罪
を
犯
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
．
（
第
二
十
五
条
第
二
項
関
係
）

１
死
刑
、
拘
禁
刑
、
罰
金
、
拘
留
及
び
科
料
を
主
刑
と
し
、
没
収
を
付
加
刑
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
九
条
関
係
）

２
拘
禁
刑
は
、
無
期
及
び
有
期
と
し
、
有
期
拘
禁
刑
は
、
一
月
以
上
・
一
十
年
以
下
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
二
条
第
一

２
刑
の
全
部
の
執
行
猶
予
の
猶
予
期
間
経
過
後
の
刑
の
執
行
の
仕
組
み
の
導
入

１－
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
刑
の
全
部
の
執
行
猶
予
の
期
間
内
に
更
に
犯
し
た
罪
（
罰
金
以
上
の
刑
に
当

Ｉ

た
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
公
訴
の
提
起
が
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
同
項
の
刑
の
言
渡
し
は
、
当
該
期
間
が
経
過
し
た
日

〕
ｊ

ｊ

か
ら
三
又
は
四
の
規
定
に
よ
り
こ
の
一
後
段
の
規
定
に
よ
る
刑
の
全
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
が
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
が
な
く

く
く

く

１
ｊ

な
る
ま
で
の
間
（
以
下
こ
の
一
及
び
二
に
お
い
て
「
効
力
継
続
期
間
」
と
い
う
．
）
、
引
き
続
き
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と

く
く

し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
刑
に
つ
い
て
は
、
当
該
効
力
継
続
期
間
は
そ
の
全
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
が
さ
れ
て
い

る
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
七
条
第
二
項
関
係
）

１
ｊ

ｊ

二
一
前
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
効
力
継
続
期
間
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
一
の
刑
の
言
渡
し
は

く
く

く

、
効
力
を
失
っ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
七
条
第
三
項
関
係
）

伽
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
六
条
の
二
、
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
七
条
の
四
（
第
三

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
三
十
四
条
の
二
の
規
定

②
人
の
資
格
に
関
す
る
法
令
の
規
定

〕
ｊ

三
一
前
段
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
罪
に
つ
い
て
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
全
部
に
つ
い
て
執
行
猶
予
の
言

く
く

ｊ

渡
し
が
な
い
と
き
は
、
一
後
段
の
規
定
に
よ
る
刑
の
全
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し

ｌｊ

、
た
だ
し
、
当
該
罪
が
一
前
段
の
猶
予
の
期
間
の
経
過
後
に
犯
し
た
罪
と
併
合
罪
と
し
て
処
断
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
犯
情

く

そ
の
他
の
情
状
を
考
慮
し
て
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
七
条
第
四
項

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

刑
法
の
一
部
改
正

項
関
係
）

12

仙
第
二
十
五
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
及
び
第
三
項
、
第
二
十
七
条
の
四
・
第
二
十
七
条
の
五
、
第
三
十
四
条
の
二
並
び
に
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定

②
人
の
資
格
に
関
す
る
法
令
の
規
定

〕
ｊ

ｊ

三
一
前
段
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
罪
に
つ
い
て
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
一
後
段
の
規
定
に
よ
る
刑
の
一

く
Ｉ

くｊ

部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
た
だ
し
、
当
該
罪
が
一
前
段
の
猶
予
の
期
間
の
経
過

く

後
に
犯
し
た
罪
と
併
合
罪
と
し
て
処
断
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
犯
情
そ
の
他
の
情
状
を
考
慮
し
て
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
七
条
の
七
第
四
項
関
係
）

１
ｊ

ｊ

四
一
前
段
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
罪
に
つ
い
て
罰
金
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
一
後
段
の
規
定
に
よ
る
刑
の
一
部
の
執
行
猶

く
く

ｌ

予
の
言
渡
し
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
ｑ
（
第
二
十
七
条
の
七
第
五
項
関
係
）

〕
ｊ
ｊ

五
三
又
は
四
の
規
定
に
よ
り
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
執
行
猶
予
中
の
他
の
拘
禁
刑
に
つ
い

く
く
く

て
も
へ
そ
の
猶
予
の
言
渡
し
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
七
条
の
七
第
六
項
関
係
）

三
侮
辱
の
罪
の
法
定
刑
の
引
上
げ

侮
辱
の
罪
の
法
定
刑
を
「
拘
留
又
は
科
料
」
か
ら
二
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
禁
銅
若
し
く
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
拘

留
若
し
く
は
科
料
」
に
引
き
上
げ
る
こ
と
．
（
第
二
百
三
十
一
条
関
係
）

第
二
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正

一
刑
の
執
行
猶
予
の
猶
予
期
間
経
過
後
の
刑
の
執
行
に
係
る
手
続
規
定
の
整
備

3

(五） (四）(一）(二）
関
係
）

、
０
０
〃
。

、
１
日
〃
グ

ー
前
段
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
罪
に
つ
い
て
罰
金
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
一
後
段
の
規
定
に
よ
る
刑
の
全
部
の
執
行
猶

く

く

予
の
言
渡
し
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
七
条
第
五
項
関
係
）

；
ｊ

三
又
は
四
の
規
定
に
よ
り
刑
の
全
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
執
行
猶
予
中
の
他
の
拘
禁
刑
に
つ
い

Ｉ
く

て
も
、
そ
の
猶
予
の
言
渡
し
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
七
条
第
六
項
関
係
）

刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
の
猶
予
期
間
経
過
後
の
刑
の
執
行
の
仕
組
み
の
導
入

第
二
十
七
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
後
そ
の
猶
予
の
期
間
を
経
過
す
る
ま

で
に
更
に
犯
し
た
罪
（
罰
金
以
上
の
刑
に
当
た
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
公
訴
の
提
起
が
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
期

；
ｊ

ｊ

間
が
経
過
し
た
日
か
ら
三
又
は
四
の
規
定
に
よ
り
こ
の
一
後
段
の
規
定
に
よ
る
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
が
取
り
消
さ

く
く

ｌ

ｊ
ｊ

れ
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
間
（
以
下
こ
の
一
及
び
二
に
お
い
て
「
効
力
継
続
期
間
」
と
い
う
。
）
、
同
項
前
段
の
規
定
に

く
く

よ
る
減
軽
は
、
さ
れ
な
い
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
刑
に
つ
い
て
は
、
当
該
効
力
継
続
期
間
は
当
該
猶
予

さ
れ
た
部
分
の
刑
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
が
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
七
条
の
七
第
二
項
関

係
）

１

１

－
前
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
効
力
継
続
期
間
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
一
の
刑
は
、
第
二
十

く

く

七
条
の
七
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
減
蝶
が
さ
れ
、
同
項
後
段
に
規
定
す
る
日
に
そ
の
執
行
を
受
け
終
わ
っ
た
も
の
と
み
な

す
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
七
条
の
七
第
三
項
関
係
）
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１

１

１

第
一
の
二
２
三
若
し
く
は
四
又
は
３
三
若
し
く
は
四
の
規
定
に
よ
り
刑
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
取
り
消
す
べ
き
場
合
に
は
、
第

１

１

く

く

ｊ

ｊ

三
百
四
十
九
条
第
一
項
の
請
求
は
、
第
一
の
二
２
－
前
段
に
規
定
す
る
刑
の
全
部
の
執
行
猶
予
の
期
間
内
又
は
第
一
の
二
３
－
前
段

く

く

に
規
定
す
る
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
後
そ
の
猶
予
の
期
間
を
経
過
す
る
ま
で
に
更
に
犯
し
た
罪
で
あ
っ
て
当
該
請
求
の
理

由
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
罰
金
以
上
の
刑
に
処
す
る
裁
判
が
確
定
し
た
日
か
ら
二
箇
月
を
経
過
し
た
後
は
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
百
四
十
九
条
第
三
項
関
係
）

第
三
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一
受
刑
者
の
処
遇
の
原
則
の
明
確
化

受
刑
者
の
処
遇
は
、
そ
の
者
の
資
質
及
び
環
境
に
加
え
、
年
齢
に
応
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
関
係
）

二
拘
禁
刑
受
刑
者
等
に
対
す
る
矯
正
処
遇
に
係
る
規
定
の
整
備

１
処
遇
要
領
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
定
め
る
も
の
と
し
、
矯
正
処
遇
の
目
標
並
び
に
作
業
及
び
指
導
ご
と
の
内
容
及
び
方
法

を
で
き
る
限
り
具
体
的
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
十
四
条
第
三
項
関
係
）

２
刑
事
施
設
の
長
は
、
第
八
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
処
遇
要
領
を
定
め
る
ま
で
の
間
は
、
受
刑
者
の
年
齢
、
そ

の
時
点
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
資
質
及
び
環
境
を
考
慮
し
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
矯
正
処
遇
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
十
四
条
第
五
項
関
係
）

３
刑
事
施
設
の
長
は
、
受
刑
者
に
対
し
、
そ
の
改
善
更
生
及
び
円
滑
な
社
会
復
帰
を
図
る
た
め
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

作
業
を
行
わ
せ
る
も
の
と
し
、
た
だ
し
、
作
業
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。
（
第
九
十
三
条
関
係
）

三
被
害
者
等
の
心
情
等
の
考
慮
に
係
る
規
定
の
整
備

１
刑
事
施
設
の
長
は
、
処
遇
要
領
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
被
害
者
等
（
受
刑
者
が
刑

を
言
い
渡
さ
れ
る
理
由
と
な
っ
た
犯
罪
に
よ
り
害
を
被
っ
た
者
（
以
下
こ
の
１
に
お
い
て
「
被
害
者
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
法

定
代
理
人
若
し
く
は
被
害
者
が
死
亡
し
た
場
合
若
し
く
は
そ
の
心
身
に
重
大
な
故
障
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
配
偶
者
、
直
系

の
親
族
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
を
い
う
。
以
下
第
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
被
害
に
関
す
る
心
情
、
被
害
者
等
の
置
か
れ
て
い
る
状

況
及
び
３
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
心
情
等
を
考
慮
す
る
も
の
と
し
、
処
遇
要
領
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
十
五
条
第
一
項
関
係
）

２
刑
事
施
設
の
長
は
、
矯
正
処
遇
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
１
の
心
情
及
び
状
況
並
び
に
３
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
心
情
等
を

考
慮
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
十
派
条
第
二
項
関
係
）

３
刑
事
施
設
の
長
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
受
刑
者
に
つ
い
て
、
被
害
者
等
か
ら
、
被
害
に
関
す
る
心
情
、
被
害
者
等
の
置
か
れ

て
い
る
状
況
又
は
当
該
受
刑
者
の
生
活
及
び
行
動
に
関
す
る
意
見
（
以
下
第
三
に
お
い
て
「
心
情
等
」
と
い
う
。
）
を
述
べ
た
い

旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
心
情
等
を
聴
取
す
る
も
の
と
し
、
た
だ
し
、
当
該
被

害
に
係
る
事
件
の
性
質
、
当
該
被
害
者
等
と
当
該
受
刑
者
と
の
関
係
そ
の
他
の
被
害
者
等
に
関
す
る
事
情
を
考
慮
し
て
相
当
で
な

い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
十
五
条
第
三
項
関
係
）

４
刑
事
施
設
の
長
は
、
第
百
二
条
第
一
項
の
指
導
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
被
害
者
等
の
被
害
に
関
す
る
心
情
、
被
害
者
等
の
置
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の
他
の
被
害
者
等
に
関
す
る
事
情
及
び
受
刑
者
が
社
会
復
帰
を
す
る
に
際
し
支
援
を
必
要
と
す
る
事
情
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。
（
第
百
六
条
第
三
項
関
係
）

４
刑
事
施
設
の
長
は
、
１
の
支
援
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
保
護
観
察
所
の
長
と
連
携
を
図
る
ょ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
百
六
条
第
四
項
関
係
）

第
四
更
生
保
護
法
の
一
部
改
正

一
刑
の
執
行
猶
予
制
度
の
拡
充
に
伴
う
保
護
観
察
処
遇
に
係
る
規
定
の
整
備

１
再
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
者
に
関
す
る
特
則

１－
刑
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
に
付
さ
れ
て
い
る
期
間
中
に
更
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察

く

に
付
さ
れ
た
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
者
（
以
下
第
四
に
お
い
て
「
再
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
保
護

観
察
は
、
当
該
再
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
者
が
保
護
観
察
に
付
さ
れ
て
い
る
期
間
中
に
犯
罪
を
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
当
該
犯

罪
に
結
び
付
い
た
要
因
の
的
確
な
把
握
に
留
意
し
て
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
可
る
こ
と
。
（
第
八
十
一
条
の
二
関

係
）

ｊ二
保
護
観
察
所
の
長
は
、
再
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
者
に
つ
い
て
、
保
護
観
察
に
付
さ
れ
て
い
る
期
間
中
に
更
に
刑
法
第
二
十

〃
■
１
、

、
ｊ
ノ
・
１
，
Ｊ

五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ
た
保
護
観
察
（
三
及
び
五
に
お
い
て
「
再
度
の
保
溌
観
察
」
と
い
う
⑳
）
の
開
始
に

Ｉ
く

ｊ

際
し
、
一
に
規
定
す
る
要
因
を
的
硴
に
把
握
す
る
た
め
、
少
年
鑑
別
所
の
長
に
対
し
、
当
該
再
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
者
の
鑑

く

別
を
求
め
る
も
の
と
し
、
た
だ
し
、
保
護
観
察
の
実
施
の
た
め
に
特
に
必
要
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

か
れ
て
い
る
状
況
及
び
３
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
心
情
等
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
百
三
条
第
三
項
関
係
）

５
刑
事
施
設
の
長
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
被
害
者
等
か
ら
、
３
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
心
情
等
を
受
刑
者

に
伝
達
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
百
三
条
第
一
項
の
指
導
を
行
う
に
当
た
り
、
当
該
心
陪
等
を
受

刑
者
に
伝
達
す
る
も
の
と
し
、
た
だ
し
、
そ
の
伝
達
を
す
る
こ
と
が
当
該
受
刑
者
の
改
善
更
生
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
そ

の
他
当
該
被
害
に
係
る
事
件
の
性
質
、
矯
正
処
遇
の
実
施
状
況
そ
の
他
の
処
遇
に
関
す
る
事
愉
を
考
慮
し
て
相
当
で
な
い
と
認
め

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
百
三
条
第
四
項
関
係
）

四
社
会
復
帰
支
援
の
充
実

１
刑
事
施
設
の
長
は
、
受
刑
者
の
円
滑
な
社
会
復
帰
を
図
る
た
め
、
釈
放
後
に
自
立
し
た
生
活
を
営
む
上
で
の
困
難
を
有
す
る
受

刑
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
意
向
を
尊
重
し
つ
つ
、
次
に
掲
げ
る
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
百
六
条
第
一
項
関
係
）

１
－
適
切
な
住
居
そ
の
他
の
宿
泊
場
所
を
得
る
こ
と
及
び
当
該
宿
泊
場
所
に
帰
住
す
る
こ
と
を
助
け
る
こ
と
。

Ｉｊ二
医
療
及
び
療
養
を
受
け
る
こ
と
を
助
け
る
こ
と
。

Ｉｊ三
就
業
又
は
修
学
を
助
け
る
こ
と
。

ｌ

ｊ
ｊ
ｊ

四
一
か
ら
三
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
．
受
刑
者
が
健
全
な
社
会
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
；

？
、
〃
Ｉ
、
〃
１
，

２
１
の
支
援
は
、
そ
の
効
果
的
な
実
施
を
図
る
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
刑
事
施
設
の
外
の
適
当
な
場
所
で
行
う
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
百
六
条
第
二
項
関
係
）

３
刑
事
施
設
の
長
は
、
１
の
支
援
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
矯
正
処
遇
の
実
施
状
況
、
三
３
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
心
情
等
そ
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六
刑
法
第
．
一
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
を
仮
に
解
除
さ
れ
て
い
る
再
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
者
に
対
す
る

く

第
五
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
八
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
五
十
条
第
一
項
第
二
号
口
中
「
指

導
監
督
を
行
う
た
め
把
握
す
べ
き
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
行
状
を
把
握
す
る
た
め
必
要
な
も
の
」
と
す
る
な
ど
の
所
要
の

整
備
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
十
一
条
の
五
関
係
）

２
保
護
観
察
の
実
施
方
法

ｊ
一
保
護
観
察
は
．
保
護
観
察
対
象
者
の
改
善
更
生
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
犯
罪
又
は
非
行
に
結
び
付
く
要
因
及
び

く

改
善
更
生
に
資
す
る
事
項
を
的
確
に
把
握
し
つ
つ
、
第
五
十
七
条
及
び
第
六
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
導
監
督
並
び

に
第
五
十
八
条
に
規
定
す
る
補
導
援
護
を
行
う
こ
と
に
よ
り
実
施
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
九
条
第
一
項
関
係
）

ｊ二
保
護
観
察
所
の
長
は
、
保
護
観
察
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
、
保
護
観
察
対
象
者
の
改
善
更
生
に
資
す
る
援
助
を
行
う
関
係

く

機
関
等
（
官
公
署
、
学
校
、
病
院
、
公
共
の
衛
隼
福
祉
に
関
す
る
機
関
そ
の
他
の
者
を
い
う
。
以
下
第
四
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
対
し
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
る
な
ど
し
て
、
当
該
関
係
機
関
等
と
の
間
の
緊
密
な
連
携
の
確

保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
九
条
第
三
項
関
係
）

も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
十
一
条
の
三
関
係
）

ｊ三
保
護
観
察
所
の
長
は
、
再
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
者
に
つ
い
て
、
先
に
付
さ
れ
て
い
る
保
護
観
察
（
刑
法
第
二
十
五
条
の
二

１

１
ｊ

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
三
及
び
四
に
お
い
て
「
先
の
保
護
観
察
」
と
い
う
、
）
に
お
い
て

ｌ

特
別
遵
守
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
第
五
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
再
度
の
保
護
観
察
の
開
始
に
際

し
、
当
該
先
の
保
護
観
察
に
お
け
る
特
別
遵
守
事
項
を
再
度
の
保
護
観
察
に
お
い
て
も
特
別
遵
守
事
項
と
し
て
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
し
、
た
だ
し
、
当
該
先
の
保
護
観
察
に
お
け
る
特
別
遵
守
事
項
の
内
容
に
照
ら
し
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
十
一
条
の
四
第
一
項
関
係
）

１
ｊ
四
三
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
保
護
観
察
所
の
長
は
、
再
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
者
に
つ
い
て
、
第
五
十
二
条
第
五
項
の
規

く
Ｉ

定
に
よ
り
特
別
遵
守
事
項
を
定
め
る
と
き
、
若
し
く
は
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
遵
守
事
項
を
定
め
、
若
し
く
は
変
更

す
る
と
き
、
又
は
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
遵
守
事
項
を
取
り
消
す
と
き
は
、
当
該
再
保
護
観
察
付
執
行
猶
予

者
が
付
さ
れ
て
い
る
先
の
保
護
観
察
に
お
い
て
も
、
当
該
特
別
遵
守
事
項
を
定
め
、
若
し
く
は
変
更
し
、
又
は
取
り
消
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
た
だ
し
、
当
該
特
別
遵
守
事
項
の
内
容
に
照
ら
し
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
、
（
第
八
十
一
条
の
四
第
二
項
関
係
）

ｊ五
薬
物
使
用
等
の
罪
を
犯
し
た
者
に
対
す
る
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
薬
物
使
用
等

ｌ

の
罪
を
犯
し
て
刑
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
に
付
さ
れ
て
い
る
者
が
、
再
び
当
該
薬
物
使
用
等
の

罪
を
犯
し
て
再
度
の
保
護
観
察
に
付
さ
れ
た
場
合
に
は
、
規
制
薬
物
等
の
使
用
を
反
復
す
る
犯
罪
的
傾
向
を
改
善
す
る
た
め
の

第
五
十
一
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
処
遇
を
受
け
る
こ
と
を
特
別
遵
守
事
項
と
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し

、
た
だ
し
、
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
に
同
法
第
一
・
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
処
分
が
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
そ

の
改
善
更
生
の
た
め
に
特
に
必
要
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
十
一
条
の
四

第
三
項
関
係
）

910

３
一
般
遵
守
事
項

一
般
遵
守
事
項
の
内
容
と
し
て
、
保
護
観
察
官
又
は
保
護
司
か
ら
、
健
全
な
生
活
態
度
を
保
持
す
る
た
め
に
実
行
し
、
又
は
継

続
し
て
い
る
行
動
の
状
況
、
特
定
の
犯
罪
的
傾
向
を
改
善
す
る
た
め
の
専
門
的
な
援
助
を
受
け
る
こ
と
に
関
し
て
と
っ
た
行
動
の

状
況
、
被
害
者
等
（
犯
罪
若
し
く
は
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
に
よ
り
害
を
被
っ
た
者
（
以
下
こ
の
３
に
お
い
て
「
被
害
者
」
と

い
う
。
）
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
若
し
く
は
被
害
者
が
死
亡
し
た
場
合
若
し
く
は
そ
の
心
身
に
重
大
な
故
障
が
あ
る
場
合
に
お
け

る
そ
の
配
偶
者
、
直
系
の
親
族
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
を
い
う
。
以
下
第
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
被
害
を
回
復
し
、
又
は
軽
減
す

る
た
め
に
と
っ
た
行
動
の
状
況
そ
の
他
の
行
動
の
状
況
を
示
す
事
実
で
あ
っ
て
指
導
監
督
を
行
う
た
め
把
握
す
べ
き
も
の
を
明
ら

か
に
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
応
じ
、
そ
の
事
実
を
申
告
し
、
又
は
こ
れ
に
関
す
る
資
料
を
提
示
す
る
こ
と
を
加

え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
条
第
一
項
第
二
号
ハ
関
係
）

４
特
別
遵
守
事
項

特
別
遵
守
事
項
の
類
型
と
し
て
、
更
生
保
護
事
業
法
の
規
定
に
よ
り
更
生
保
護
事
業
を
営
む
者
そ
の
他
の
適
当
な
者
が
行
う
特

定
の
犯
罪
的
傾
向
を
改
善
す
る
た
め
の
専
門
的
な
援
助
で
あ
っ
て
法
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
受
け
る
こ
と
を

加
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
（
第
五
十
一
条
第
二
項
第
七
号
関
係
）

５
指
導
監
督
の
方
法

ｊ
一
指
導
監
督
の
方
法
と
し
て
、
保
捜
観
察
対
象
者
が
、
更
生
保
護
事
業
法
の
規
定
に
よ
り
更
生
保
護
事
業
を
営
む
者
そ
の
他
の

く

適
当
な
者
が
行
う
特
定
の
犯
罪
的
傾
向
を
改
善
す
る
た
め
の
専
門
的
な
援
助
で
あ
っ
て
法
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

6

(二）(四） (三）(一）

も
の
を
受
け
る
よ
う
、
必
要
な
指
示
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
加
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
七
条
第
一
項
第
四

号
関
係
）

ｊ

ｊ

保
護
観
察
所
の
長
は
、
一
に
規
定
す
る
措
置
を
と
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
一
に
規
定
す
る
援
助
を
受
け
る
こ

く

く

と
が
保
護
観
察
対
象
者
の
意
思
に
反
し
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
当
該
援
助
を
提
供
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
を

行
う
者
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
た
だ
し
、
４
の
規
定
に
よ
り
当
該
援
助
を
受
け
る
こ
と
を
特
別
遵
守
事
項

と
し
て
定
め
て
い
る
場
合
は
、
保
護
観
察
対
象
者
の
意
思
に
反
し
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と

。
（
第
五
’
七
条
第
三
項
関
係
）

ｊ

ｊ

保
護
観
察
所
の
長
は
、
一
に
規
定
す
る
措
置
を
と
っ
た
と
き
は
、
一
に
規
定
す
る
援
助
の
状
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
当

ｌ

Ｉ

該
援
助
を
行
う
者
と
必
要
な
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
七
条
第
四
項
関
係
）

第
五
十
一
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
処
遇
を
受
け
る
こ
と
を
特
別
遵
守
事
項
と
し
て
定
め
ら
れ
た
保
護
観
察
対
象
者
に

、
リ
ノ

、
ノ

つ
い
て
、
一
に
規
定
す
る
措
置
を
と
っ
た
と
き
は
、
当
該
処
遇
は
、
当
該
保
護
観
察
対
象
者
が
受
け
た
一
に
規
定
す
る
援
助
の

く

く

内
容
に
応
じ
、
そ
の
処
遇
の
一
部
を
受
け
終
わ
っ
た
も
の
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
し
手
（
第
五
十
七

条
第
五
項
関
係
）

保
護
観
察
の
仮
解
除

刑
法
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
又
は
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
（
薬
物
使
用
等
の
罪
を
犯
し
た
者
に
対
す
る
刑
の
一
部
の
執

１
ｊ

行
猶
予
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
．
二
及
び
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
保

く
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護
観
察
を
仮
に
解
除
す
る
処
分
は
、
保
護
観
察
所
の
長
が
、
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
者
に
つ
い
て
、
遵
守
事
項
及
び
生
活
行
動

指
針
の
遵
守
状
況
そ
の
他
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
考
慮
し
、
現
に
健
全
な
生
活
態
度
を
保
持
し
て
お
り
、
保
護
観
察
を
仮

に
解
除
し
て
も
、
当
該
生
活
態
度
を
保
持
し
、
善
良
な
社
会
の
一
員
と
し
て
自
立
し
、
改
善
更
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め

る
と
き
に
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
十
一
条
第
一
項
関
係
）

ｊ二
保
護
観
察
所
の
長
は
、
刑
法
第
二
十
五
条
の
一
・
第
二
項
又
は
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
を
仮
に
解

く

除
さ
れ
て
い
る
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
者
に
つ
い
て
、
そ
の
行
状
に
鑑
み
再
び
保
護
観
察
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
十
一
条
第
五
項
関
係
）

ｊ三
刑
法
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
を
仮
に
解
除
さ
れ
て
い
る
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
者
が
、
同
条
第

１

一
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
に
付
さ
れ
た
場
合
に
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
も
の
と
す

る
こ
と
。
（
第
八
十
一
条
第
六
項
関
係
）

１四
地
方
更
生
保
護
委
員
会
（
以
下
第
四
に
お
い
て
「
地
方
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
所
掌
事
務
か
ら
、
刑
法
第
二
十
五
条
の
こ

く

第
二
項
及
び
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
の
行
政
官
庁
と
し
て
、
保
護
観
察
を
仮
に
解
除
し
、
又
は
そ
の
処
分
を
取
り
消
す
こ
と

を
削
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
六
条
第
六
号
関
係
）

二
罪
を
犯
し
た
者
に
対
す
る
社
会
内
に
お
け
る
処
遇
に
係
る
規
定
の
整
備

１
勾
留
中
の
被
疑
者
に
対
す
る
生
活
環
境
の
調
整

ｊ
一
保
護
観
察
所
の
長
は
、
勾
留
さ
れ
て
い
る
被
疑
者
で
あ
っ
て
検
察
官
が
罪
を
犯
し
た
と
認
め
た
も
の
に
つ
い
て
、
身
体
の
拘

Ｉ

ｌ

２
更
生
緊
急
保
護

ｊ
一
更
生
緊
急
保

一
更
生
緊
急
保
護
の
対
象
の
う
ち
「
訴
追
を
必
要
と
し
な
い
た
め
公
訴
を
提
起
し
な
い
処
分
を
受
け
た
者
」
を
「
検
察
官
が
直

く

ち
に
訴
追
を
必
要
と
し
な
い
と
認
め
た
者
」
に
改
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
十
五
条
第
一
項
第
六
号
関
係
）

ｈ
８
ｐ
〃
●

二
更
生
緊
急
保
護
の
対
象
と
な
る
者
の
改
善
更
生
を
保
護
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
の
刑
事
上
の
手
続

Ｉ

又
は
保
護
処
分
に
よ
る
身
体
の
拘
束
を
解
か
れ
た
後
六
月
を
超
え
て
更
生
緊
急
保
護
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
、
更
生
緊

急
保
護
の
措
置
の
う
ち
金
品
の
給
与
又
は
貸
与
及
び
宿
泊
場
所
の
供
与
に
つ
い
て
は
更
に
六
月
を
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て

は
更
に
一
年
六
月
を
、
そ
れ
ぞ
れ
超
え
な
い
範
囲
内
と
す
る
こ
と
．
（
第
八
十
五
条
第
四
項
た
だ
し
書
関
係
）

ｊ三
刑
の
執
行
の
た
め
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
又
は
刑
若
し
く
は
保
護
処
分
の
執
行
の
た
め
少
年
院
に
収
容
さ
れ
て
い

Ｉ

る
者
（
以
下
第
四
に
お
い
て
「
収
容
中
の
者
」
と
総
称
す
る
。
）
か
ら
申
出
が
あ
り
、
そ
の
者
が
第
八
十
五
条
第
一
項
第
一
号

束
を
解
か
れ
た
場
合
の
社
会
復
帰
を
円
滑
に
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
同
意
を
得
て
、
第
八
十
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
、
釈
放
後
の
住
居
、
就
業
先
そ
の
他
の
生
活
環
境
の
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
こ
と
。
（
第
八
十
三
条
の
二
第
一
項
関
係
）

ｊ

ｊ

ｊ

二
保
護
観
察
所
の
長
は
、
一
の
規
定
に
よ
る
調
整
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
一
の
被
疑
者
の
刑
事
上
の
手
続
に
関
与
し
て
い
る

ｌ

く

ｌ

検
察
官
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
十
三
条
の
二
第
二
項
関
係
）

ｊ

ｊ

三
保
護
観
察
所
の
長
は
、
二
に
規
定
す
る
検
察
官
が
捜
査
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
り
相
当
で
な
い
旨
の
意
見
を
述
べ
た

く

Ｉ

ｊ

と
き
は
、
一
の
規
定
に
よ
る
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
十
三
条
の
二
第
三
項
関
係
）
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ｊ

、
第
二
号
、
第
五
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
者
（
４
－
に
お
い
て
「
刑
執
行
終
了
者
等
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

っ
た
場
合
に
お
い
て
、
保
護
観
察
所
の
長
が
そ
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
も
、
更
生
緊
急
保
護
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と

．
（
第
八
’
六
条
第
一
項
関
係
）

ｊ四
刑
事
施
設
の
長
又
は
少
年
院
の
長
は
、
収
容
中
の
者
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
も
、
そ
の
者
に
対
し
、
第
五

く

章
第
一
節
に
定
め
る
更
生
緊
急
保
護
の
制
度
及
び
申
出
の
手
続
に
つ
い
て
教
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
．
（

第
八
十
六
条
第
二
項
関
係
）

３
被
害
者
等
の
心
情
等
を
踏
ま
え
た
処
遇
等

１－
犯
罪
を
し
た
者
又
は
非
行
の
あ
る
少
年
に
対
し
て
更
生
保
護
法
の
規
定
に
よ
り
と
る
措
置
は
、
当
該
措
置
を
受
け
る
者
の
性

く

格
、
年
齢
、
経
癩
、
心
身
の
状
況
、
家
庭
環
境
、
交
友
関
係
等
に
加
え
、
被
害
者
等
の
被
害
に
関
す
る
心
情
、
被
害
者
等
の
置

か
れ
て
い
る
状
況
を
十
分
に
考
慮
し
て
、
当
該
措
置
を
受
け
る
者
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
方
法
に
よ
り
、
そ
の
改
善
更
生
の
た
め

に
必
要
か
つ
相
当
な
限
度
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
条
関
係
）

ｊ二
地
方
委
員
会
は
、
仮
釈
放
を
許
す
か
否
か
に
関
す
る
審
理
を
行
う
に
当
た
り
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
審
理

対
象
者
が
刑
を
言
い
渡
さ
れ
る
理
由
と
な
っ
た
犯
罪
に
係
る
被
害
者
等
か
ら
、
審
理
対
象
者
の
仮
釈
放
、
仮
釈
放
中
の
保
護
観

１

察
及
び
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
生
活
環
境
の
調
整
に
関
す
る
意
見
並
び
に
被
害
に
関
す
る
心
情
（
以
下
こ
の
二
に
ｌ

お
い
て
「
意
見
等
」
と
い
う
。
）
を
述
べ
た
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
咳
意
見
等
を
聴
取
す
る
も
の
と
し
、
た
だ
し

、
当
該
被
害
に
係
る
事
件
の
性
質
、
審
理
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

(七） (六） (五） (四） (三）

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
八
条
第
一
項
関
係
）

１

１

地
方
委
員
会
は
、
二
の
規
定
に
よ
り
仮
釈
放
中
の
保
護
観
察
に
関
す
る
意
見
を
聴
取
し
た
場
合
に
お
い
て
、
二
の
審
理
対
象

Ｉ

者
に
つ
い
て
刑
法
第
二
’
八
条
の
規
定
に
よ
る
仮
釈
放
を
許
す
処
分
を
し
た
と
き
は
、
当
該
審
理
対
象
者
の
仮
釈
放
中
の
保
護

観
察
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
と
な
る
保
護
観
察
所
の
長
に
対
し
、
当
該
意
見
そ
の
他
の
仮
釈
放
中
の
保
溌
観
察
の
実
施
に
必
要
な

事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
八
条
第
三
項
関
係
）

ｊ

地
方
委
員
会
は
、
二
の
規
定
に
よ
り
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
生
活
環
境
の
調
整
に
関
す
る
意
見
を
聴
取
し
た
場

く

ｊ

合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
審
理
対
象
者
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
生
活
環
境
の
調
整
を
行
う

保
護
観
察
所
の
長
に
対
し
、
当
該
意
見
そ
の
他
の
同
項
の
規
定
に
よ
る
生
活
環
境
の
調
整
の
実
施
に
必
要
な
事
項
を
通
知
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
八
条
第
四
項
関
係
）

指
導
監
督
の
方
法
と
し
て
、
保
護
観
察
対
象
者
が
、
当
該
保
護
観
察
対
象
者
が
刑
又
は
保
護
処
分
を
言
い
渡
さ
れ
る
理
由
と

な
っ
た
犯
罪
又
は
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
に
係
る
被
害
者
等
の
被
害
の
回
復
又
は
軽
減
に
誠
実
に
努
め
る
よ
う
、
必
要
な
指

示
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
加
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
七
条
第
一
項
第
五
号
関
係
）

ｊ

ｊ

ｊ

保
護
観
察
所
の
長
は
、
五
に
規
定
す
る
措
置
を
と
る
場
合
に
お
い
て
、
三
の
規
定
に
よ
り
三
に
規
定
す
る
事
項
が
通
知
さ
れ

く

く

く

１

１

又
は
七
の
規
定
に
よ
り
七
に
規
定
す
る
心
情
等
を
聴
取
し
た
と
き
は
、
当
該
通
知
さ
れ
た
事
項
又
は
当
骸
聴
取
し
た
心
情
等
を

く

く

踏
ま
え
る
も
の
と
す
る
こ
し
一
。
（
第
五
十
．
七
条
第
六
項
関
係
）

保
護
観
察
所
の
長
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
護
観
察
対
象
者
が
刑
又
は
保
護
処
分
を
言
い
渡
さ
れ
る
理
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４
更
生
保
護
に
関
す
る
そ
の
他
の
援
助

ｊ一
保
護
観
察
所
の
長
は
、
刑
執
行
終
了
者
等
の
改
善
更
生
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
意
思
に
反

く

し
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
の
者
に
対
し
、
更
生
保
護
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
活
用
し
、
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の

他
の
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
十
八
条
の
二
関
係
）

ｊ二
保
護
観
察
所
の
長
は
、
地
域
社
会
に
お
け
る
犯
罪
を
し
た
者
及
び
非
行
の
あ
る
少
年
の
改
善
更
生
並
び
に
犯
罪
の
予
防
に
寄

く

与
す
る
た
め
、
地
域
住
民
又
は
関
係
槻
関
等
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
更
生
保
護
に
関
ず
る
専
門
的
知
識
を
活
用
し
、
情
報
の
提

供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
・
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
十
八
条
の
三
関
係
）

第
五
更
生
保
護
事
業
法
の
一
部
改
正

一
更
生
保
護
事
業
の
整
理

更
生
保
護
事
業
と
は
、
宿
泊
型
保
護
事
業
、
通
所
・
訪
問
型
保
護
事
業
及
び
地
域
連
携
・
助
成
事
業
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
一
項
関
係
）

二
宿
泊
型
保
謹
事
業
に
係
る
規
定
の
整
備

１
宿
泊
型
保
護
事
業
と
は
、
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
現
に
改
善
更
生
の
た
め
の
保
護
を
必
要
と
し
て
い
る
も

の
を
更
生
保
護
施
設
に
宿
泊
さ
せ
て
、
そ
の
者
に
対
し
、
教
養
訓
練
、
医
療
又
は
就
職
を
助
け
、
職
業
を
補
導
し
、
社
会
生
活
に

適
応
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
生
活
指
導
又
は
特
定
の
犯
罪
的
傾
向
を
改
善
す
る
た
め
の
援
助
を
行
い
、
生
活
環
境
の
改
善
又
は
調

整
を
図
る
等
そ
の
改
善
更
生
に
必
要
な
保
護
を
行
う
事
業
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
第
二
項
関
係
）

２
宿
泊
型
保
護
事
業
の
対
象
者
の
う
ち
「
訴
追
を
必
要
と
し
な
い
た
め
公
訴
を
提
起
し
な
い
処
分
を
受
け
、
刑
事
上
の
手
続
に
よ

る
身
体
の
拘
束
を
解
か
れ
た
者
」
．
を
「
直
ち
に
訴
追
を
必
要
と
し
な
い
と
認
め
ら
れ
、
刑
事
上
の
手
続
に
よ
る
身
体
の
拘
束
を
解

か
れ
た
者
」
に
改
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
第
二
項
第
七
号
関
係
）

三
通
所
・
訪
問
型
保
護
事
業
に
係
る
規
定
の
整
備

通
所
・
訪
問
型
保
護
事
業
と
は
、
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
を
更
生
保
護
施
設
そ
の
他
の
適
当
な
施
設
に
通
わ
せ
、
又
は
訪

問
す
る
等
の
方
法
に
よ
り
、
そ
の
者
に
対
し
、
宿
泊
場
所
へ
の
帰
住
、
教
養
訓
練
、
医
療
又
は
就
職
を
助
け
、
職
業
を
補
導
し
、
社

会
生
活
に
適
応
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
生
活
指
導
又
は
特
定
の
犯
罪
的
傾
向
を
改
善
す
る
た
め
の
援
助
を
行
い
、
生
活
環
境
の
改
善

又
は
調
整
を
図
り
、
金
品
を
給
与
し
、
又
は
貸
与
し
、
生
活
の
相
談
に
応
ず
る
等
そ
の
改
善
更
生
に
必
要
な
保
護
を
行
う
事
業
を
い

う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
第
三
項
関
係
）

四
地
域
連
携
・
助
成
事
業
に
係
る
規
定
の
整
備

地
域
連
携
・
助
成
事
業
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
第
四
項
関
係
）
‐

由
と
な
っ
た
犯
罪
又
は
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
に
係
る
被
害
者
等
か
ら
、
被
害
に
関
す
る
心
情
、
当
該
被
害
者
等
の
瞳
か
れ

〕

て
い
る
状
況
又
は
保
謹
観
察
対
象
者
の
生
活
若
し
く
は
行
動
に
関
す
る
意
見
（
以
下
こ
の
七
に
お
い
て
「
心
情
等
」
と
い
う
。

ｌ

）
を
述
べ
た
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
心
情
等
を
聴
取
す
る
も
の
と
し
、
た
だ
し
、
当
該
被
害
に
係
る
事
件
の
性

質
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
十
五
条
第
一

項
関
係
）
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き
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
心
情
等
を
聴
取
す
る
も
の
と
し
、
た
だ
し
、
当
該
被
害
に
係
る
事
件
の
性
質

、
当
該
被
害
者
等
と
当
該
在
院
者
と
の
関
係
そ
の
他
の
被
害
者
等
に
関
す
る
事
情
を
考
慮
し
て
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
一
・
十
三
条
の
二
第
二
項
関
係
）

３
少
年
院
の
長
は
、
第
二
十
Ｗ
条
第
．
一
項
の
生
活
指
導
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
被
害
者
等
の
被
害
に
関
す
る
心
情
、
被
害
者
等

の
置
か
れ
て
い
る
状
況
及
び
２
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
心
情
等
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
四
条
第
四
項
関
係

）
４
少
年
院
の
長
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
被
害
者
等
か
ら
、
２
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
心
情
等
を
在
院
者
に

伝
達
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
二
十
四
条
第
一
項
の
生
活
指
導
を
行
う
に
当
た
り
、
当
該
心
情
等

を
在
院
者
に
伝
達
す
る
も
の
と
し
、
た
だ
し
、
そ
の
伝
達
を
す
る
こ
と
が
当
該
在
院
者
の
改
善
更
生
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

き
そ
の
他
当
該
被
害
に
係
る
事
件
の
性
質
、
矯
正
教
育
の
実
施
状
況
そ
の
他
の
処
遇
に
関
す
る
事
情
を
考
慮
し
て
相
当
で
な
い
と

認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
四
条
第
五
項
関
係
）

５
少
年
院
の
長
は
、
個
人
別
嬬
正
教
育
計
画
を
策
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
被
害
者
等
の

被
害
に
関
す
る
心
情
、
被
害
者
等
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
及
び
２
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
心
情
等
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。
（
第
三
十
四
条
第
四
項
関
係
）

６
少
年
院
の
長
は
、
第
四
十
叫
条
第
一
項
の
支
援
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
矯
正
教
育
の
実
施
状
況
、
２
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し

た
心
情
等
そ
の
他
の
被
害
者
等
に
関
す
る
事
情
及
び
在
院
者
が
社
会
復
帰
を
す
る
に
際
し
支
援
を
必
要
と
す
る
事
情
を
考
慮
す
る

第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
改
善
更
生
に
資
す
る
援
助
を
行
う
公
共
の
衛
生
福
祉
に
関
す
る
機
関
そ
の
他
の
者
と
の
地

域
に
お
け
る
連
携
協
力
体
制
の
整
備
を
行
う
事
業

第
二
条
第
・
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
改
善
更
生
に
資
す
る
活
動
へ
の
地
域
住
民
の
参
加
の
促
進
を
行
う
事
業

宿
泊
型
保
護
事
業
、
通
所
・
訪
問
型
保
護
事
業
そ
の
他
第
二
条
第
・
－
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
改
善
更
生
を
助
け
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
事
業
に
従
事
す
る
者
の
確
保
、
養
成
及
び
研
修
を
行
う
事
業

１
か
ら
３
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
宿
泊
型
保
護
事
業
、
通
所
・
訪
問
型
保
溌
事
業
そ
の
他
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
者
の
改
善
更
生
を
助
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
事
業
に
関
す
る
啓
発
、
連
絡
、
調
整
又
は
助
成
を
行
う
事
業

少
年
院
法
の
一
部
改
正

被
害
者
等
の
心
情
等
の
考
慮
に
係
る
規
定
の
整
備

少
年
院
の
長
は
、
矯
正
教
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
被
害
者
等
（
在
院
者
が
刑
若
し
く
は
保
護
処
分
を
言
い
渡
さ
れ
る
理
由

と
な
っ
た
犯
罪
若
し
く
は
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
に
よ
り
害
を
被
っ
た
者
（
以
下
こ
の
１
に
お
い
て
「
被
害
者
」
と
い
う
。
）

又
は
そ
の
法
定
代
理
人
若
し
く
は
被
害
者
が
死
亡
し
た
場
合
若
し
く
は
そ
の
心
身
に
重
大
な
故
障
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
配

偶
者
、
直
系
の
親
族
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
を
い
う
、
以
下
第
六
に
お
い
て
同
じ
．
）
の
被
害
に
関
す
る
心
情
、
被
害
者
等
の
置
か

れ
て
い
る
状
況
及
び
２
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
心
情
等
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
・
・
一
条
の
二
第
一
項
関
係
）

少
年
院
の
長
は
、
在
院
者
に
つ
い
て
、
被
害
者
等
か
ら
、
被
害
に
関
す
る
心
情
、
被
害
者
等
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
又
は
当
該

在
院
者
の
生
活
及
び
行
動
に
関
す
る
意
見
（
以
下
第
六
に
お
い
て
「
心
情
等
」
と
い
う
。
）
を
述
べ
た
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
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第 第
一九一八

第
七一

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
項
関
係
）

二
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
そ
の
他
の
事
項
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附

則
第
二
項
関
係
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
し
、
た

ｊ

だ
し
、
第
一
の
三
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
、
第
三
の
一
、
三
及
び
四
、
第
四
（
－
１
及
び
６
三
を
ｌ

除
く
。
）
、
第
五
、
第
六
並
び
に
第
七
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か

２
少
年
鑑
別
所
の
長
が
、
家
庭
裁
判
所
等
か
ら
、
更
生
保
護
法
第
四
卜
条
の
規
定
（
国
際
受
刑
者
移
送
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に

よ
り
み
な
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
刑
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は

薬
物
使
用
等
の
罪
を
犯
し
た
者
に
対
す
る
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
に
付

さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
鑑
別
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
関
係
）

１
少
年
鑑
別
所
の
長
が
、
家
庭
裁
判
所
等
か
ら
鑑
別
を
求
《

は
禁
鋼
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
者
で
あ
っ
て
、
二
十
歳
未
一

る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
関
係
）

附
則
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

家
庭
裁
判
所
等
の
求
め
に
よ
る
鑑
別
等
の
拡
大

少
年
鑑
別
所
の
長
が
、
家
庭
裁
判
所
等
か
ら
鑑
別
を
求
め
ら
れ
た
と
き
に
こ
れ
を
行
う
も
の
と
さ
れ
る
者
の
う
ち
、
「
懲
役
又

は
禁
鋼
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
者
で
あ
っ
て
、
二
十
歳
未
満
の
も
の
」
を
「
懲
役
又
は
禁
鋼
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
者
」
に
改
め

そ
の
他

も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四

少
年
鑑
別
所
法
の
一
部
改
正

（
第
四

I

十
四
条
第
三
項
関
係
）
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刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
案
要
綱

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
次
の
関
係
法
律
の
規
定
の
整
理
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
爆
発
物
取
締
罰
則
（
明
治
十
七
年
太
政
官
布
告
第
三
十
二
号
）

二
決
闘
罪
に
関
す
る
件
（
明
治
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）

三
工
場
抵
当
法
（
明
治
三
十
八
年
法
律
第
五
十
四
号
）

四
法
人
の
役
員
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
大
正
四
年
法
律
第
十
八
号
）

五
戸
籍
法
（
昭
和
・
一
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
叫
号
）

六
国
籍
法
（
昭
和
・
一
十
五
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）

七
民
事
調
停
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
二
号
）

八
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）

九
公
海
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
海
底
電
線
等
の
損
壊
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
二
号
）

十
民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）

十
一
民
事
保
全
法
（
平
成
元
年
法
律
第
九
十
一
号
）

十
二
同
際
的
な
協
力
の
下
に
規
制
薬
物
に
係
る
不
正
行
為
を
助
長
す
る
行
為
等
の
防
止
を
図
る
た
め
の
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
等

の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
九
十
四
号
）

十
三
公
職
に
あ
る
者
等
の
あ
っ
せ
ん
行
為
に
よ
る
利
得
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
三
十
号
）

十
四
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た
め
の
資
金
等
の
提
供
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）

十
五
人
事
訴
訟
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
九
号
）

十
六
弁
護
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
九
号
）

十
七
労
働
審
判
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）

十
八
総
合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
）

十
九
株
式
等
の
取
引
に
係
る
決
済
の
合
理
化
を
図
る
た
め
の
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六

年
法
律
第
八
十
八
号
）

二
十
犯
罪
被
害
財
産
等
に
よ
る
被
害
回
復
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
卜
八
年
法
律
第
八
十
七
号
）

二
十
一
国
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
一
・
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）

二
十
二
家
事
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
二
号
）

二
十
三
私
事
性
的
画
像
記
録
の
提
供
等
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）

二
十
四
相
続
等
に
よ
り
取
得
し
た
土
地
所
有
権
の
国
庫
へ
の
帰
属
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）

二
十
五
刑
法
施
行
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
二
十
九
号
）

二
十
六
公
証
人
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
五
十
三
号
）

二
十
七
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）

二
十
八
保
護
司
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
四
号
）
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二
十
九
，
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
大
正
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）

◇
』

三
十
盗
犯
等
の
防
止
及
び
処
分
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
年
法
律
第
九
号
）

三
十
一
恩
赦
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
号
）

三
十
二
裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九
号
）

三
十
三
国
会
職
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
八
十
五
号
）

三
十
四
裁
判
官
弾
劾
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）

三
十
五
議
院
に
お
け
る
証
人
の
宣
稽
及
び
証
言
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）

三
十
六
検
察
審
査
会
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）

三
十
七
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）

三
十
八
人
身
保
護
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
九
号
）

三
十
九
人
権
擁
護
委
員
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
〃

四
十
弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）

四
十
一
刑
事
補
償
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
一
号
）

四
十
二
．
司
法
書
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九
十
七
号
）

四
十
三
土
地
家
屋
調
査
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）

四
十
四
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
・
・
一
百
十
九
号
）

四
十
五
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お

け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
（
昭
和
二
’
七
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）

四
十
六
道
路
交
通
事
業
抵
当
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
四
号
）

四
十
七
破
壊
活
動
防
止
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
四
十
号
）

四
十
八
公
安
審
査
委
員
会
設
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）

四
十
九
電
気
通
信
回
線
に
よ
る
登
記
情
報
の
提
供
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

五
十
逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
十
八
号
）

五
十
一
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
に
対
す
る
刑
事
裁
判
権
の
行
使
に
関
す
る
議
定
書
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
二
百
六
十
五
号
）

五
十
二
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
五
十
一

口
言
）

五
十
三
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）

五
十
四
旧
国
会
議
員
互
助
年
金
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
号
）

五
十
五
企
業
担
保
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
六
号
）

五
十
六
航
空
機
の
強
取
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
六
十
八
号
）

五
十
七
人
．
の
健
康
に
係
る
公
害
犯
罪
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
四
十
二
号
）
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七
十
二
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）

七
十
三
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
援
助
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

七
十
四
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）

七
十
五
国
際
受
刑
者
移
送
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
六
十
六
号
）

七
十
六
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）

七
十
七
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
号
）

七
十
八
・
仲
裁
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）

七
十
九
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
六
’
三
号
）

八
十
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）

八
十
一
不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

八
十
二
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）

八
十
三
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）

八
十
四
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）

八
十
五
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）

八
十
六
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
七
号
）

八
十
七
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す

一
口
言
）
、

六
十
五
債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）

六
十
六
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
一

十
二
号
）

六
十
七
法
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
三
号
）

六
十
八
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
’
一
年
法
律
第
百
三
十
一

六
十
九
犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）

七
十
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
っ
た
山
体
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）

七
十
一
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
一
・
十
五
号
）

債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）

児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
’
一
年
法
律
第
百
三
十
六

五
十
八
火
炎
び
ん
の
使
用
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
十
七
号
）

五
十
九
船
舶
の
所
有
者
等
の
責
任
の
制
限
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
九
十
四
号
）

六
十
人
質
に
よ
る
強
要
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）

六
十
一
国
際
捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
九
号
）

六
十
二
外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）

六
十
三
刑
事
確
定
訴
訟
記
録
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
四
号
）

六
十
四
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

（
平
成
十
一
年
法
律
第
五

号）
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百
三
重
要
施
設
周
辺
及
び
国
境
離
島
等
に
お
け
る
土
地
等
の
利
用
状
況
の
調
査
及
び
利
用
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律

第
八
十
四
号
）

百
四
経
済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
号
）

百
五
日
本
郵
政
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
八
号
）

百
六
日
本
郵
便
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
号
）

百
七
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）

百
八
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
号
）

百
九
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
誇
り
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
十
六
号

）
百
十
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）

百
十
一
児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）

百
十
二
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）

百
十
三
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
六
号
）

百
十
四
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
袖
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
・
号
）

百
十
五
地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）

百
十
六
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施

る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
｛
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）

八
十
八
自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
六
号
）

八
十
九
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
八
十
九
号
）

九
十
会
計
検
査
院
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
三
号
）

九
十
一
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
沸
律
第
百
二
十
号
）

九
十
二
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）

九
十
三
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
一
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）

九
十
四
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
一
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）

九
十
五
国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

九
十
六
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）

九
十
七
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
特
定
公
共
施
設
等
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
四
号
）

九
十
八
郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）

九
十
九
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
簡
易
生
命
保
険
管
理
・
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
支
援
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
一
号
）

百
郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
’
七
年
法
律
第
百
二
号
）

百
一
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）

百
二
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
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行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
）

百
十
七
子
ど
も
．
、
若
者
育
成
支
援
推
進
法
（
平
成
一
・
十
一
年
法
律
第
七
十
一
号
）

百
十
八
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
の
保
全
及
び
利
用
の
促
進
の
た
め
の
低
潮
線
の
保
全
及
び
拠
点
施
設
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
四
十
一
号
）

百
十
九
総
合
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
八
十
一
号
）

百
二
十
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）

百
二
十
一
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
九
号
）

百
二
十
二
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
人
工
衛
星
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
・
一
十
八
年
法
律
第
七
十
六
号
）

百
二
十
三
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）

百
二
十
四
医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療
情
報
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
八
号
）

百
二
十
五
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
九

百
二
十
六

百
二
十
七

百
二
十
八

百
二
十
九

百
三
十
株
式
会
社
産
業
再
生
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）

百
三
十
一
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
’
八
年
法
律
第
四
十
九
号
）

百
三
十
一
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）

百
三
十
三
海
賊
行
為
の
処
罰
及
び
海
賊
行
為
へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
’
一
年
法
律
第
五
十
五
号
）

百
三
十
四
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
Ｉ
三
号
）

百
三
十
五
原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
’
四
号
）

百
三
十
六
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

十
四
年
法
律
第
六
’
六
号
）

百
三
十
七
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）

百
三
十
八
民
間
公
益
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
休
眠
預
金
等
に
係
る
資
金
の
活
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
一
号
）

百
三
十
九
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
・
一
年
法
律
第
五
十
四
号
）

百
四
十
入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
及
び
防
止
並
び
に
職
員
に
よ
る
入
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律
第
百
一
号
）

百
四
十
一
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
’
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

〆

百
四
十
二
警
察
官
職
務
執
行
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）

百
四
十
三
古
物
営
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
号
）

号
一

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
：
一
号
）

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
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百
四
十
四
質
屋
営
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）

百
四
十
五
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）

百
四
十
六
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
号
）

百
四
十
七
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）

百
四
十
八
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
：
一
十
七
年
法
律
第
百
四
十
而
号
）

百
四
十
九
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）

百
五
十
国
会
議
事
堂
等
周
辺
地
域
及
び
外
国
公
館
等
周
辺
地
域
の
静
穏
の
保
持
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
号
）

百
五
十
一
サ
リ
ン
等
に
よ
る
人
身
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
七
十
八
号
）

百
五
十
二
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）

百
五
十
三
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）

百
五
十
四
特
殊
開
錠
用
具
の
所
持
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）

百
五
十
五
遺
失
物
法
（
平
成
十
八
午
法
律
第
七
十
三
号
）

百
五
十
六
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
・
一
十
二
号
）

百
五
十
七
警
察
等
が
取
り
扱
う
死
体
の
死
因
又
は
身
元
の
調
査
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
四
号
）

百
五
十
八
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結

等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）

百
五
十
九
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
九
号
）

百
六
十
警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
午
法
律
第
百
十
七
号
）

百
六
十
一
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
叶
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）

百
六
十
二
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）

百
六
十
三
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
細
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
八

十
三
号
）

百
六
十
四
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
号
）

百
六
十
五
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）

百
六
十
六
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
一
一
年
法
律
第
三
十
七
号
）

百
六
十
七
担
保
付
社
債
胎
託
法
（
明
治
三
十
八
年
法
律
第
五
十
二
号
）

百
六
十
八
金
融
機
関
の
合
併
及
び
転
換
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
六
号
）

百
六
十
九
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
四
号
）

百
七
十
金
融
業
者
の
貸
付
業
務
の
た
め
の
社
債
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律
（
下
成
’
一
年
法
律
第
三
十
二
号
）

百
七
十
一
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
に
係
る
資
金
に
よ
る
被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
三
十
三

口
言
）

百
七
十
二
無
尽
業
法
（
昭
和
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
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百
八
十
九
金
融
機
能
の
再
生
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）

百
九
十
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）

百
九
十
一
銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
制
限
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

百
九
十
二
公
認
会
計
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）

百
九
十
三
信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）

百
九
十
四
保
険
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
三
十
八
号
）

百
九
十
五
証
券
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十

↑
ハ
ロ
言
）

百
九
十
六
電
子
記
録
債
権
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
号
）

百
九
十
七
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）

百
九
十
八
物
価
統
制
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
百
十
八
号
）

百
九
十
九
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）

二
百
生
活
関
連
物
資
等
の
買
占
め
及
び
売
惜
し
み
に
対
す
る
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）

二
百
一
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
）

二
百
二
無
限
連
鎖
講
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
百
一
号
）

二
百
三
預
託
等
取
引
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）

百
七
十
三
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）

百
七
十
四
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）

百
七
十
五
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）

百
七
十
六
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）

百
七
十
七
船
主
相
互
保
険
組
合
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）

百
七
十
八
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）

百
七
十
九
信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
一
・
百
三
十
八
号
）

百
八
十
長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）

百
八
十
一
労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
一
・
百
二
十
七
号
）

百
八
十
二
預
金
等
に
係
る
不
当
契
約
の
取
締
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）

百
八
十
三
預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）

百
八
十
四
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）

百
八
十
五
貸
金
業
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）

百
八
十
六
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）

百
八
十
七
金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
九
十
五
号
）

百
八
十
八
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
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二
百
十
六
海
底
電
信
線
保
護
万
国
連
合
条
約
罰
則
（
大
正
五
年
法
律
第
二
十
号
）

二
百
十
七
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）

二
百
十
八
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

二
百
十
九
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）

二
百
二
十
郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）

二
百
二
十
一
当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

二
百
二
十
二
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
責
任
共
済
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
七
号
）

二
百
二
十
三
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）

二
百
二
十
四
郵
便
切
手
類
模
造
等
取
締
法
外
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
号
）

二
百
二
十
五
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
公
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
五
号
）

二
百
二
十
六
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
八
十
四
号
）

二
百
二
十
七
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）

二
百
二
十
八
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）

二
百
二
十
九
特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
十

一
口
万
）

二
百
三
十
地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
一
十
号
）

二
百
四
消
費
者
安
全
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
号
）

二
百
五
食
品
表
示
法
（
平
成
二
’
五
年
法
律
第
七
十
号
）

二
百
六
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
す
る
消
費
者
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
二
号
）

二
百
七
国
民
生
活
女
定
緊
急
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）

二
百
八
消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）

二
百
九
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

二
百
十
消
費
者
の
財
産
的
被
害
等
の
集
団
的
な
回
復
の
た
め
の
民
事
の
裁
判
手
続
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九

十
六
号
）

二
百
十
一
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号

）
二
百
十
一
・
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
（
｜
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十

八
号
）

二
百
十
三
預
貯
金
者
の
意
思
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
に
よ
る
預
貯
金
口
座
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
九

口
言
）

二
百
十
四
株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
白
十
三
号
）

二
百
十
五
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
）
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二
百
三
十
三
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）

二
百
三
十
四
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）

二
百
三
十
五
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）

二
百
三
十
六
戦
後
強
制
抑
留
者
に
係
る
問
題
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
・
一
年
法
律
第
四
十
五
号
）

二
百
三
十
七
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）

二
百
三
十
八
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）

二
百
三
十
九
株
式
会
社
海
外
通
信
・
放
送
・
郵
便
事
業
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
五
号
）

二
百
四
十
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
三
号
）

二
百
四
十
一
特
別
法
人
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
四
号
）

二
百
四
十
二
地
域
人
口
の
急
減
に
対
処
す
る
た
め
の
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）

二
百
四
十
三
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

二
百
四
十
四
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）

二
百
四
十
五
簡
易
郵
便
局
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
十
三
号
）

二
百
三
十
一
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）

二
百
三
十
二
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三

二
百
四
十
六
郵
便
物
運
送
委
託
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
四
号
）

二
百
四
十
七
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）

二
百
四
十
八
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
’

二
百
四
十
九
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

二
百
五
十
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）

二
百
五
十
一
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

二
百
五
十
二
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）

二
百
五
十
三
鉱
業
等
に
係
る
土
地
利
用
の
調
整
手
続
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
’
五
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）

二
百
五
十
四
行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）

二
百
五
十
五
有
線
電
気
通
信
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
九
十
六
号
）

二
百
五
十
六
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）

二
百
五
十
七
公
害
紛
争
処
理
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）

二
百
五
十
八
公
害
等
調
整
委
員
会
設
置
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
二
号
）

二
百
五
十
九
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
五
号
）

二
百
六
十
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）

二
百
六
十
一
政
党
助
成
法
（
平
成
六
年
法
律
第
五
号
）

号
一

1718

二
百
六
十
二
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
係
る
電
磁
的
記
録
式
投
票
械
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
等
の
特
例
に
関

す
る
法
律
（
平
成
’
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）

二
百
六
十
三
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）

二
百
六
十
四
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）

二
百
六
十
五
携
帯
音
声
通
信
事
業
者
に
よ
る
契
約
者
等
の
本
人
確
認
等
及
び
携
帯
音
声
通
信
役
務
の
不
正
な
利
用
の
防
止
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
）

二
百
六
十
六
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
（
平
成
’
八
年
法
律
第
五
十
一
号
）

二
百
六
十
七
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
’
一
号
）

二
百
六
十
八
聴
覚
障
害
者
等
に
よ
る
電
話
の
利
用
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
五
十
三
号
）

二
百
六
十
九
旅
券
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）

二
百
七
十
外
務
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）

二
百
七
十
一
在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律

第
九
十
三
号
）

二
百
七
十
二
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）

二
百
七
十
三
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）

二
百
七
十
四
細
菌
兵
器
（
生
物
兵
器
）
及
び
毒
素
兵
器
の
開
発
、
生
産
及
び
貯
蔵
の
禁
止
並
び
に
廃
棄
に
関
す
る
条
約
等
の
実
施
に
閨

す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
六
十
一
号
）

二
百
七
十
五
国
際
人
道
法
の
重
大
な
違
反
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
五
号
）

二
百
七
十
六
通
貨
及
証
券
模
造
取
締
法
（
明
治
二
十
八
年
法
律
第
二
十
八
号
）

二
百
七
十
七
外
国
に
お
い
て
流
通
す
る
貨
幣
紙
幣
銀
行
券
証
券
偽
造
変
造
及
び
模
造
に
関
す
る
法
律
（
明
治
三
十
八
年
法
律
第
六
十
六

口
言
）

二
百
七
十
八
紙
幣
類
似
証
券
取
締
法
（
明
治
三
十
九
年
法
律
第
五
十
百
豆

二
百
七
十
九
印
紙
犯
罪
処
罰
法
（
明
治
四
十
二
年
法
律
第
三
十
九
号
）

二
百
八
十
相
続
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
七
十
三
号
）

二
百
八
十
一
酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
号
）

二
百
八
十
二
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
１
年
法
律
第
三
十
七
号
）

二
百
八
十
三
地
方
揮
発
油
税
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
四
号
）

二
百
八
十
四
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
１
年
法
律
第
百
七
十
九
号
〉

二
百
八
十
五
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

二
百
八
十
六
揮
発
油
税
注
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
五
十
五
号
）

二
百
八
十
七
国
税
徴
収
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）

二
百
八
十
八
関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
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三
百
六
租
税
特
別
措
置
の
適
用
状
況
の
透
明
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
八
号
）

三
百
七
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
九
号
）

三
百
八
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三

年
法
律
第
百
十
七
号
）

三
百
九
地
方
法
人
税
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
十
一
号
）

三
百
十
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
四
号
）

三
百
十
一
国
際
観
光
旅
客
税
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
十
六
号
）

三
百
十
二
会
社
経
理
応
急
措
置
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
七
号
）

三
百
十
三
企
業
再
建
整
備
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
四
十
号
）

三
百
十
四
閉
鎖
機
関
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
七
十
四
号
）

三
百
十
五
貨
幣
損
傷
等
取
締
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
八
号
）

三
百
二

三
百
三

三
百
四

三
百
五

二
百
九
十
三
航
空
機
燃
料
税
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
七
号
）

二
百
九
十
四
電
源
開
発
促
進
税
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
七
十
九
号
）

二
百
九
十
五
石
油
石
炭
税
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）

二
百
九
十
六
た
ば
こ
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六
十
八
号
）

二
百
九
十
七
た
ば
こ
税
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
二
号
）

二
百
九
十
八
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）

二
百
九
十
九
地
価
税
法
（
平
成
三
年
法
律
第
六
十
九
号
）

三
百
塩
事
業
法
（
平
成
八
年
法
律
第
三
十
九
号
）

三
百
一
一
般
会
計
に
お
け
る
債
務
の
承
継
等
に
伴
い
必
要
な
財
源
の
確
保
に
係
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
三

十
七
号
）

二
百
八
十
九

四
十
四
号
）

二
百
九
十
坐

二
百
九
十
一

二
百
九
十
二

四
十
六
号
）

法

L－ 〆

独
立
行
政
法
人
酒
類
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
八
号
）

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
税
関
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十
六
号

人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）

石
油
ガ
ス
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）

租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第

外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
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三
百
二
十
八
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）

三
百
二
十
九
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）

三
百
三
十
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）

三
百
三
十
一
印
紙
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
一
十
三
号
）

三
百
三
十
二
通
関
業
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

三
百
三
十
三
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）

三
百
三
十
四
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六
十
九
号
）

三
百
三
十
五
日
本
銀
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）

三
百
三
十
六
内
国
税
の
適
正
な
課
税
の
確
保
を
図
る
た
め
の
国
外
送
金
等
に
係
る
調
書
の
提
出
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第

百
十
号
）

三
百
三
十
七
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
五
号
）

三
百
三
十
八
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

三
百
三
十
九
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
言
互

三
百
四
十
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）

三
百
四
十
一
社
会
教
育
肱
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
号
）

三
百
四
十
二
学
校
施
設
の
確
保
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
十
四
号
）

三
百
十
六
印
紙
等
模
造
取
締
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）

三
百
十
七
す
き
入
紙
製
造
取
締
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）

三
百
十
八
旧
日
本
占
領
地
域
に
本
店
を
有
す
る
会
社
の
本
邦
内
に
あ
る
財
産
の
整
理
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
九

’
一
口
万
）

三
百
十
九
資
産
再
評
価
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
号
）

三
百
二
十
税
理
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
七
号
）

三
百
二
十
一
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国

に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百

十
一
号
）

三
百
二
十
二
酒
税
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
号
）

三
百
二
十
三
金
管
理
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
十
二
号
）

三
百
二
十
四
関
税
法
（
昭
和
二
１
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）

三
百
二
十
五
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
防
衛
援
助
協
定
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
二
号
）

三
百
二
十
六
と
ん
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
三
十
七
号
）

三
百
二
十
七
特
別
と
ん
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
三
十
八
号
）
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三
百
四
十
三
文
化
財
保
謹
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）

三
百
四
十
四
宗
教
法
人
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）

三
百
四
十
五
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
白
六
十
二
号
）

三
百
四
十
六
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）

三
百
四
十
七
著
作
権
等
管
理
事
業
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

三
百
四
十
八
ユ
ネ
ス
コ
活
動
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
七
号
）

三
百
四
十
九
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）

三
百
五
十
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）

三
百
五
十
一
義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る
教
育
の
政
治
的
中
立
の
確
保
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
五
十
七
号

三
百
五
十
二

三
百
五
十
三

三
百
五
十
四

三
百
五
十
五

三
百
五
十
六

三
百
五
十
七

三
百
五
十
八
独
立
行
政
法
人
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
．

三
百
五
十
九
独
立
行
政
法
人
国
立
女
性
教
育
会
館
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
人
Ｉ
八
号
）

三
百
六
十
独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
二
号
）

三
百
六
十
一
国
立
研
究
開
発
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
三
号
）

三
百
六
十
二
国
立
研
究
開
発
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
川
号
）

三
百
六
十
三
国
立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）

三
百
六
十
四
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）

三
百
六
十
五
ヒ
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
・
一
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）

三
百
六
十
六
国
立
研
究
開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）

三
百
六
十
七
国
立
研
究
開
発
法
人
理
化
学
研
究
所
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
卜
号
）

三
百
六
十
八
国
立
研
究
開
発
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）

三
百
六
十
九
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）

三
百
七
十
国
立
研
究
開
発
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
櫛
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
卜
五
号
）

三
百
七
十
一
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）

三
百
七
十
二
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
三
号
）

三
百
七
十
三
独
立
行
政
法
人
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
白
十
四
号
）

ｰ一声

原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
四
卜
七
号
）

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
五
号
）

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）

独
立
行
政
法
人
国
立
特
別
支
援
教
育
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
白
六
十
五
号
）

独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
卜
六
号
）
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三
百
七
十
四
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
白
万
十
五
号
）

三
百
七
十
五
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）
‐

三
百
七
十
六
平
成
・
一
十
三
年
原
子
力
事
故
に
よ
る
被
害
に
係
る
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
一
号
）

三
百
七
十
七
特
定
興
行
入
場
券
の
不
正
転
売
の
禁
止
等
に
よ
る
興
行
入
場
券
の
適
正
な
流
通
の
砿
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法

律
第
百
三
号
）

三
百
七
十
八
技
術
士
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
）

三
百
七
十
九
武
力
紛
争
の
際
の
文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
二
号
）

三
百
八
十
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）

三
百
八
十
一
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）

三
百
八
十
二
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）

三
百
八
十
三
赤
十
字
の
標
章
及
び
名
称
等
の
使
用
の
制
限
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
・
一
十
二
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）

三
百
八
十
四
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゅ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
十
七
号
）

三
百
八
十
五
理
容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
一
・
百
三
十
四
号
）

三
百
八
十
六
栄
養
士
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）

三
百
八
十
七
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

三
百
八
十
八
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
）

三
百
八
十
九
歯
科
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
二
号
）

三
百
九
十
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）

三
百
九
十
一
歯
科
衛
生
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
号
）

三
百
九
十
二
死
体
解
剖
保
存
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
四
号
）

三
百
九
十
三
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）

三
百
九
十
四
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
万
年
法
律
第
二
百
七
号
）

三
百
九
十
五
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）

三
百
九
十
六
診
療
放
射
線
技
師
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

三
百
九
十
七
と
畜
場
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
十
四
号
）

三
百
九
十
八
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）

三
百
九
十
九
安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
ト
ー
年
法
律
第
百
六
十
号
）

四
百
美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）

四
百
一
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）

四
百
二
調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
Ｗ
十
七
号
）

四
百
三
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）

四
百
四
最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
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四
百
二
十
七
臨
床
工
学
技
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
号
）

四
百
二
十
八
義
肢
装
具
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）

四
百
二
十
九
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）

四
百
三
十
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
七
十
号
）

四
百
三
十
一
救
急
救
命
士
法
（
平
成
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）

四
百
三
十
二
中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
及
び
良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
の
た
め
の
雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）

四
百
三
十
三
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）

四
百
二
十
視
能
訓
練
士
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
四
号
）

四
百
二
十
一
有
害
物
質
を
含
有
す
る
家
庭
用
品
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
’
八
年
法
律
第
百
十
二
号
）

四
百
二
十
二
作
業
環
境
測
定
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
二
十
八
号
）

四
百
二
十
三
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
卜
四
号
）

四
百
二
十
四
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
１
号
）

四
百
二
十
五
地
域
雇
用
開
発
促
進
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
二
十
三
号
）

四
百
二
十
六
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
二
十

四
百
五
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

四
百
六
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和
三
十
山
年
法
律
第
百
六
十
号
）

四
百
七
薬
剤
師
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
Ｗ
十
六
号
）

四
百
八
児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）

四
百
九
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）

四
百
十
労
働
災
害
防
止
団
体
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
十
八
号
）

四
百
十
一
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

四
百
十
二
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
：
一
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）

四
百
十
三
理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）

四
百
十
四
製
菓
衛
生
師
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
五
号
）

四
百
十
五
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法

律
第
百
三
十
二
号
）

四
百
十
六
石
炭
鉱
業
年
金
些
金
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）

四
百
十
七
柔
道
整
復
師
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
十
九
号
）

四
百
十
八
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
号
）

四
百
十
九
青
少
年
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
’
八
号
）

九
号
）
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四
百
五
十
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
血
号
）

四
百
五
十
一
特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
陦
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）

四
百
五
十
二
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
桝
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
七
十
一
号
）

四
百
五
十
三
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
薗
二
十
四
号
）

四
百
五
十
四
健
康
保
険
法
等
の
↓
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
’
三
号
）

四
百
五
十
五
日
本
年
金
機
構
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
九
号
）

四
百
五
十
六
高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
国
立
研
究
開
発
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
九
十
三
号
）

四
百
五
十
七
平
成
《
一
十
二
年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
午
法
律
第
十
九
号
）

四
百
五
十
八
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
七
号
）

四
百
五
十
九
障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）

四
百
六
十
平
成
二
’
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
七
号
）

四
百
六
十
一
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
雛
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）

四
百
六
十
二
移
植
に
用
い
る
造
血
幹
細
胞
、
適
切
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
九
十
号
）

四
百
六
十
三
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
白
二
号
）

四
百
六
十
四
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五

年
法
律
第
六
十
三
号
）

四
百
三
十
四
看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）

四
百
三
十
五
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）

四
百
三
十
六
臓
器
の
移
植
に
関
す
る
法
律
恥
平
成
九
年
法
律
第
百
四
号
）

四
百
三
十
七
言
語
聴
覚
士
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）

四
百
三
十
八
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）

四
百
三
十
九
確
定
給
付
企
業
年
金
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）

四
百
四
十
健
康
増
進
法
（
平
成
卜
四
年
法
律
第
百
三
号
）

四
百
四
十
一
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）

四
百
四
十
二
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）

四
百
四
十
三
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）

四
百
四
十
四
独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
九
号
）

四
百
四
十
五
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
七
十
一
号
）

四
百
四
十
六
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）

四
百
四
十
七
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
櫛
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）

四
百
四
十
八
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
（
平
成
十
血
年
法
律
第
百
二
十
号
）

四
百
四
十
九
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
号
）
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四
百
六
十
五
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）

四
百
六
十
六
が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
十
一
号
）

四
百
六
十
七
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
’
七
年
法
律
第
六
十
四
号
）

四
百
六
十
八
自
殺
対
策
の
総
合
的
か
つ
効
果
的
な
実
施
に
資
す
る
た
め
の
調
査
研
究
及
び
そ
の
成
果
の
活
用
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律

（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
二
号
）

四
百
六
十
九
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）

四
百
七
十
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

四
百
七
十
一
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

四
百
七
十
二
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）

四
百
七
十
三
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）

四
百
七
十
四
大
麻
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）

四
百
七
十
五
興
行
場
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）

四
百
七
十
六
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）

四
百
七
十
七
公
衆
浴
場
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）

四
百
七
十
八
化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）

四
百
七
十
九
母
体
保
護
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）

四
百
八
十
消
費
生
活
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
号
）
・

四
百
八
十
一
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）

四
百
八
十
二
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）

四
百
八
十
三
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
白
二
十
三
号
）

四
百
八
十
四
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

四
百
八
十
五
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）

四
百
八
十
六
検
疫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
）

四
百
八
十
七
覚
醒
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）

四
百
八
十
八
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）

四
百
八
十
九
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）

四
百
九
十
社
会
保
険
審
査
官
及
び
社
会
保
険
審
査
会
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
一
百
六
号
）

四
百
九
十
一
あ
へ
ん
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
七
十
一
号
）

四
百
九
十
二
歯
科
技
工
士
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）

四
百
九
十
三
労
働
保
険
密
査
官
及
び
労
働
保
険
審
査
会
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）

四
百
九
十
四
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）

四
百
九
十
五
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
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四
百
九
十
六
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号

）

四
百
九
十
七
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）

四
百
九
十
八
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
白
九
号
）

四
百
九
十
九
社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
九
号
）

五
百
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）

五
百
一
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）

五
百
二
失
業
保
険
法
及
び
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
の

施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
五
号
）

五
百
三
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

五
百
四
家
内
労
働
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）

五
百
五
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）

五
百
六
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
三
号
）

五
百
七
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
砿
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）

五
百
八
社
会
福
祉
士
及
び
介
誰
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）

五
百
九
港
湾
労
働
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
四
十
号
）

五
百
十
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

五
百
十
一
精
神
保
健
福
祉
士
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

五
百
十
二
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）

五
百
十
三
確
定
拠
州
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
）

五
百
十
四
個
別
労
働
関
係
紛
争
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
十
二
号
）

五
百
十
五
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

五
百
十
六
再
生
医
療
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
五
号
）

五
百
十
七
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）

五
百
十
八
公
認
心
理
師
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
八
号
）

五
百
十
九
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
十

口
万
）

五
百
二
十
臨
床
研
究
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
六
号
）

五
百
二
十
一
労
働
者
協
同
組
合
法
（
令
和
二
年
法
律
第
七
十
八
号
）

五
百
二
十
二
中
小
事
業
主
が
行
う
事
業
に
従
事
す
る
者
等
の
労
働
災
害
等
に
係
る
共
済
事
業
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
八
十

口
言
）

五
百
二
十
三
臘
虎
服
胴
獣
猟
獲
取
締
法
（
明
治
四
十
五
年
法
律
第
二
十
一
号
）
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五
百
四
十
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）

五
百
四
十
一
農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律

第
百
十
八
号
）

五
百
四
十
二
種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）

五
百
四
十
三
持
続
的
養
殖
生
産
確
保
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
一
号
）

五
百
四
十
四
独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
八
’
五
号
）

五
百
四
十
五
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）

五
百
四
十
六
国
立
研
究
開
発
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
七
号
）

五
百
四
十
七
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
研
究
・
整
備
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）

五
百
四
十
八
国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
研
究
・
教
育
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
九
号
）

五
百
四
十
九
独
立
行
政
肱
人
農
業
者
年
金
基
金
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）

五
百
五
十
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）

五
百
五
十
一
競
馬
法
及
び
日
本
中
央
競
馬
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
’
九
年
法
律
第
七
十
六
号
）

五
百
五
十
二
愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）

五
百
五
十
三
株
式
会
社
農
林
漁
業
成
長
産
業
化
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
三
号
）

五
百
五
十
四
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
四
号
）

五
百
二
十
四
農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
）

五
百
二
十
五
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
・
一
十
七
号
）

五
百
二
十
六
植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）

五
百
二
十
七
日
本
農
林
規
格
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
五
号
）

五
百
二
十
八
漁
船
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）

五
百
二
十
九
農
産
物
検
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

五
百
三
十
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
六
号
）

五
百
三
十
一
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）

五
百
三
十
二
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
卜
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）

五
百
三
十
三
輸
出
水
産
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
五
卜
四
号
）

五
百
三
十
四
畜
産
経
営
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）

五
百
三
十
五
外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
六
十
号
）

五
百
三
十
六
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
卜
八
号
）

五
百
三
十
七
集
落
地
域
整
備
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
三
号
）

五
百
三
十
八
市
民
農
園
整
備
促
進
法
（
平
成
二
年
法
律
第
四
十
四
号
）

五
百
三
十
九
農
山
漁
村
滞
在
型
余
暇
活
動
の
た
め
の
基
盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
四
十
六
号
）
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五
百
七
十
一
漁
業
法
（
昭
和
二
’
四
年
法
律
第
二
百
六
．
十
七
号
）

五
百
七
十
二
森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）

五
百
七
十
三
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）

五
百
七
十
四
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）

五
百
七
十
五
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）

五
百
七
十
六
水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三
号
）

五
百
七
十
七
日
本
中
央
競
馬
会
法
（
昭
和
一
十
九
年
法
律
第
二
百
五
号
）

五
百
七
十
八
家
畜
取
引
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

五
百
七
十
九
砂
糖
及
び
で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
九
号
）

五
百
八
十
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
註
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
五
十
三
号
）

五
百
八
十
一
森
林
組
合
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）

五
百
八
十
二
流
通
食
品
へ
の
毒
物
の
混
入
等
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
百
三
号
）

五
百
八
十
三
遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
九
号
）

五
百
八
十
四
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
喉
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
四
’
五
号
）

五
百
八
十
五
農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
一
一
年
法
律
第
九
十
三
号
）

五
百
八
十
六
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）

五
百
五
十
五
内
水
面
漁
業
の
振
興
に
間
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
三
号
）

五
百
五
十
六
合
法
伐
採
木
材
等
の
流
通
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）

五
百
五
十
七
都
市
農
地
の
貸
借
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
：
一
十
年
法
律
第
六
十
八
号
）

五
百
五
十
八
愛
玩
動
物
看
護
師
法
（
令
和
元
年
法
律
第
五
十
号
）

五
百
五
十
九
農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
五
十
七
号
）

五
百
六
十
家
畜
遺
伝
資
源
に
係
る
不
正
競
争
の
防
止
に
間
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
一
一
十
二
号
）

五
百
六
十
一
特
定
水
産
動
植
物
等
の
国
内
流
通
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）

五
百
六
十
二
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
四
号
）

五
百
六
十
三
農
村
負
債
整
理
組
合
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
二
十
一
号
）

五
百
六
十
四
農
業
動
産
信
用
法
（
昭
和
八
午
法
律
第
三
十
号
）

五
百
六
十
五
農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）

五
百
六
十
六
競
馬
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）

五
百
六
十
七
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）

五
百
六
十
八
獣
医
師
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

五
百
六
十
九
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
午
法
律
第
百
九
十
五
号
）

五
百
七
十
家
畜
商
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
号
）
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五
百
八
十
七
自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
九
号
）

五
百
八
十
八
鉱
山
保
安
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）

五
百
八
十
九
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）

五
百
九
十
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）

五
百
九
十
一
貿
易
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）

五
百
九
十
二
鉱
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）

五
百
九
十
三
信
用
保
証
協
会
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
九
十
六
号
）
・

五
百
九
十
四
ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）

五
百
九
十
五
工
業
用
水
道
事
業
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
八
十
四
号
）

五
百
九
十
六
航
空
機
工
業
振
興
法
（
昭
和
三
十
一
一
・
年
法
律
第
百
五
十
号
）

五
百
九
十
七
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
一
・
十
一
号
）

五
百
九
十
八
実
用
新
案
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

五
百
九
十
九
意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
一
・
十
五
号
）

六
百
商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）

●
六
百
一
電
気
工
事
士
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）

六
百
二
中
小
企
業
支
援
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）

六
百
三
日
本
電
気
計
器
検
定
所
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
号
）

六
百
四
特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
七
号
）

六
百
五
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
三
十
一
号
）

六
百
六
工
場
立
地
の
調
査
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
卜
八
年
法
律
第
百
八
号
）

六
百
七
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
白
十
七
号
）

六
百
八
石
油
の
備
蓄
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
九
十
六
号
）
、

六
百
九
揮
発
油
等
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
八
卜
八
号
）

六
百
十
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）

六
百
十
一
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
及
び
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
七
十
・
号
）
⑩

六
百
十
二
半
導
体
集
積
回
路
の
回
路
配
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
四
十
三
号
）

六
百
十
三
特
定
物
質
等
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
五
十
三
号
）

六
百
十
四
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）

六
百
十
五
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）

六
百
十
六
不
正
競
争
防
止
法
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）

六
百
十
七
独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
・
一
百
一
号
）

六
百
十
八
国
立
研
究
開
発
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
・
一
百
三
号
）
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六
百
十
九
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
七
号
）

六
百
二
十
独
立
行
政
法
人
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
四
号
）

六
百
二
十
一
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）

六
百
二
十
二
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
櫛
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）

六
百
二
十
三
独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
七
ト
ー
号
）

六
百
二
十
四
工
業
標
準
化
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
ル
ト
五
号
）

六
百
二
十
五
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発
給
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）

六
百
二
十
六
自
転
車
競
技
法
及
び
小
型
自
動
車
競
走
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
二
号
）

六
百
二
十
七
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
等
の
製
造
の
禁
止
及
び
所
持
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
八
十
五
号
）

六
百
二
十
八
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
適
合
製
品
の
開
発
及
び
製
造
を
行
う
事
業
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
三
十
八
号

）
六
百
二
十
九
株
式
会
社
海
外
需
要
開
拓
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
五
Ｉ
一
号
）

六
百
三
十
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）

六
百
三
十
一
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）

六
百
三
十
二
水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
二
号
）

六
百
三
十
三
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）

六
百
三
十
四
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）

六
百
三
十
五
小
型
自
動
車
競
走
法
（
昭
和
二
十
派
年
法
律
第
二
百
八
号
）

六
百
三
十
六
商
品
先
物
取
引
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）

六
百
三
十
七
採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）

六
百
三
十
八
高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）

六
百
三
十
九
航
空
機
製
造
事
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
七
号
）

六
百
四
十
輸
出
入
取
引
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
九
号
）
．

六
百
四
十
一
商
工
会
議
所
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）

六
百
四
十
二
武
器
等
製
造
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）

六
百
四
十
三
工
業
用
水
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）

六
百
四
十
四
電
気
用
品
安
全
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）

六
百
四
十
五
電
気
工
事
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
六
号
）

六
百
四
十
六
ゴ
ル
フ
場
等
に
係
る
会
員
契
約
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
万
十
三
号
）

六
百
四
十
七
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）

六
百
四
十
八
水
洗
炭
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）

六
百
四
十
九
工
場
蹴
地
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
二
十
四
号
）
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六
百
六
十
五
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
六
十
六
号
）

六
百
六
十
六
化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
六
十
五
号
）

六
百
六
十
七
対
人
地
雷
の
製
造
の
禁
止
及
び
所
持
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
六
号
）

六
百
六
十
八
ア
ル
コ
ー
ル
事
業
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
三
十
六
号
）

六
百
六
十
九
弁
理
士
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）

六
百
七
十
使
用
済
自
動
卓
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号
）

六
百
七
十
一
日
本
ア
ル
コ
ー
ル
産
業
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
三
十
二
号
）

六
百
七
十
二
原
子
力
発
電
に
お
け
る
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
等
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
四
十
八
号
）

六
百
七
十
三
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
十
四
号
）

六
百
七
十
四
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）

六
百
七
十
五
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
七
号
）

六
百
七
十
六
砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）

六
百
七
十
七
船
舶
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
六
号
）

六
百
七
十
八
公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）

六
百
七
十
九
船
舶
女
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）

六
百
八
十
港
則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）

六
百
五
十
商
工
会
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）

六
百
五
十
一
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）

六
百
五
十
二
技
術
研
究
組
合
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
八
十
一
号
）

六
百
五
十
三
割
賦
販
売
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）

六
百
五
十
四
商
店
街
振
興
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

六
百
五
十
五
中
小
企
業
投
資
育
成
株
式
会
社
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
一
号
）

六
百
五
十
六
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）

六
百
五
十
七
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）

六
百
五
十
八
砂
利
採
取
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）

六
百
五
十
九
情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
号
）

六
百
六
十
熱
供
給
事
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）

六
百
六
十
一
金
属
鉱
業
等
鉱
害
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
二
十
六
号
）

六
百
六
十
二
石
油
需
給
適
正
化
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

涙
な

六
百
六
十
三
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
両
国
に
隣
接
す
る
大
陸
棚
の
南
部
の
共
同
開
発
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
石
油
及
び

可
燃
性
天
然
ガ
ス
資
源
の
開
発
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
八
十
一
号
）

六
百
六
十
四
深
海
底
鉱
業
暫
定
措
置
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
六
十
四
号
）

46 45

六
百
九
十
七
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
’
一
号
）

六
百
九
十
八
新
住
宅
市
街
地
開
発
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）

六
百
九
十
九
船
員
災
害
防
止
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）

七
百
土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

七
百
一
海
上
交
通
安
全
法
（
昭
和
四
十
七
午
法
律
第
百
十
五
号
）

七
百
二
都
市
緑
地
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）

七
百
三
船
舶
油
濁
等
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
万
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）

七
百
四
外
国
等
に
よ
る
本
邦
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
に
対
す
る
不
利
益
な
取
扱
い
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二

年
法
律
第
六
十
号
）

七
百
五
成
田
国
際
空
港
の
安
全
確
保
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
四
十
二
号
）

七
百
六
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）

七
百
七
船
舶
安
全
法
及
び
船
舶
職
員
法
の
・
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）

七
百
八
地
方
拠
点
都
市
地
域
の
整
備
及
び
産
業
業
務
施
設
の
再
配
置
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
六
号
）

七
百
九
被
災
市
街
地
復
興
特
別
措
置
法
（
Ｔ
成
七
年
法
律
第
十
四
号
）

七
百
十
外
国
船
舶
製
造
事
業
者
に
よ
る
船
舶
の
不
当
廉
価
建
造
契
約
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
一
号
）

七
百
十
一
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）

六
百
八
十
一
航
路
標
識
法
（
昭
和
二
十
四
午
法
律
第
九
十
九
号
）

六
百
八
十
二
屋
外
広
告
物
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）

六
百
八
十
三
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）

六
百
八
十
四
国
際
観
光
ホ
テ
ル
整
備
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
九
号
）

六
百
八
十
五
水
路
業
務
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
号
）

六
百
八
十
六
造
船
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

六
百
八
十
七
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
ｉ
九
号
）

六
百
八
十
八
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

六
百
八
十
九
海
外
か
ら
の
日
本
国
民
の
集
団
的
引
揚
輸
送
の
た
め
の
航
海
命
令
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
十
五
号
）

六
百
九
十
内
航
海
運
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）

六
百
九
十
一
気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）

六
百
九
十
二
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
邇
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）

六
百
九
十
三
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）

六
百
九
十
四
道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）

、

六
百
九
十
五
都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
午
法
律
第
七
十
九
号
）

六
百
九
十
六
住
宅
地
区
改
良
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
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七
百
十
二
国
立
研
究
開
発
法
人
土
木
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
五
号
）

七
百
十
三
国
立
研
究
開
発
法
人
建
築
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
六
号
）

七
百
十
四
国
立
研
究
開
発
法
人
海
上
・
港
湾
・
航
空
技
術
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
八
号
）

七
百
十
五
独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）

七
百
十
六
独
立
行
政
法
人
航
空
大
学
校
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
十
五
号
）

七
百
十
七
独
立
行
政
法
人
自
動
車
技
術
総
合
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
’
八
号
）

七
百
十
八
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

七
百
十
九
大
深
度
地
下
の
公
共
的
使
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
七
号
）

七
百
二
十
建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
白
叫
号
）

七
百
二
十
一
小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
二
号
）

七
百
二
十
二
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
八
号
）

七
百
二
十
三
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
号
）

七
百
二
十
四
独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対
策
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）

七
百
二
十
五
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
）

七
百
二
十
六
景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）

七
百
二
十
七
特
定
船
舶
の
入
港
の
禁
止
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
⑩

七
百
二
十
八
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
・
一
号
）

ｊ

七
百
二
十
九
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
十
六
号
）

七
百
三
十
海
洋
構
築
物
等
に
係
る
安
全
水
域
の
設
定
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
四
号
）

七
百
三
十
一
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
九
号
）

七
百
三
十
二
特
定
住
宅
暇
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
卜
九
年
法
律
第
六
十
六
号
）

七
百
三
十
三
領
海
等
に
お
け
る
外
国
船
舶
の
航
行
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
四
号
）

七
百
三
十
四
特
定
地
域
及
び
準
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）

七
百
三
十
五
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
八
百
七
十
四
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
貨
物
検
査
等
に
関
す
る
特
別
措

置
法
（
平
成
二
十
・
一
年
法
律
第
四
十
三
号
）

七
百
三
十
六
関
西
国
際
空
港
及
び
大
阪
国
際
空
港
の
一
体
的
か
つ
効
率
的
な
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

五
十
四
号
）

七
百
三
十
七
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
；
一
年
法
律
第
百
・
一
十
三
号
）

七
百
三
十
八
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）

七
百
三
十
九
株
式
会
社
海
外
交
通
・
都
市
開
発
事
業
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
二
十
四
号
）

七
百
四
十
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四
十
九
号
）
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七
百
四
十
一
水
難
救
護
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
九
十
五
号
）

七
百
四
十
二
鉄
道
営
業
法
（
明
治
三
十
三
年
法
律
第
六
十
五
号
）

七
百
四
十
三
航
海
の
制
限
等
に
関
す
る
件
（
昭
和
一
十
年
運
輸
省
令
第
四
十
号
）

七
百
四
十
四
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）

七
百
四
十
五
海
上
保
安
庁
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
八
号
）

七
百
四
十
六
船
員
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
号
）

七
百
四
十
七
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）

七
百
四
十
八
水
先
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
一
・
十
一
号
）

七
百
四
十
九
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）

七
百
五
十
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）

七
百
五
十
一
通
訳
案
内
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
十
号
）

七
百
五
十
二
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）

七
百
五
十
三
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
一
・
百
二
号
）

七
百
五
十
四
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）

七
百
五
十
五
海
事
代
理
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
十
二
号
）

七
百
五
十
六
港
湾
運
送
事
業
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）

七
百
五
十
七
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）

七
百
五
十
八
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）

七
百
五
十
九
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）

七
百
六
十
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）

七
百
六
十
一
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）

七
百
六
十
二
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）

七
百
六
十
三
公
共
工
事
の
前
払
金
保
証
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
四
号
）

七
百
六
十
四
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）

七
百
六
十
五
旅
行
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
一
・
百
三
十
九
号
）

七
百
六
十
六
臨
時
船
舶
建
造
調
整
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）

七
百
六
十
七
建
設
機
械
抵
当
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
九
十
七
号
）

七
百
六
十
八
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）

七
百
六
十
九
空
港
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
号
）

七
百
七
十
船
員
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
九
十
六
号
）

七
百
七
十
一
海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）

七
百
七
十
二
倉
庫
業
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
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七
百
八
十
八
タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
十
五
号
）

七
百
八
十
九
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）

七
百
九
十
積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
法
（
昭
和
山
十
六
年
法
律
第
百
十
一
号
）

七
百
九
十
一
新
都
市
基
盤
整
備
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）

七
百
九
十
二
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
三
号
）

七
百
九
十
三
国
会
等
の
移
転
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
百
九
号
）

七
百
九
十
四
運
輸
女
全
委
員
会
設
置
法
（
昭
和
川
十
八
年
法
律
第
百
十
三
号
）

七
百
九
十
五
生
産
緑
地
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
六
十
八
号
）

七
百
九
十
六
航
空
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
八
十
七
号
）

七
百
九
十
七
国
土
利
用
計
画
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十
二
号
）

七
百
九
十
八
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
七
号
）

七
百
九
十
九
農
住
組
合
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
八
十
六
号
）

八
百
特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
二
十
八
号
）

八
百
一
鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）

八
百
二
貨
物
利
尉
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）

八
百
三
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）

七
百
八
十
近
畿
圏
の
近
郊
整
備
区
域
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
及
び
開
発
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）

七
百
八
十
一
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）

七
百
八
十
二
古
都
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
一
号
）

七
百
八
十
三
流
通
業
務
市
街
地
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
号
）

七
百
八
十
四
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）

七
百
八
十
五
都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）

七
百
八
十
六
地
価
公
示
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）

七
百
八
十
七
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

七
百
七
十
三

七
百
七
十
四

七
百
七
十
五

七
百
七
十
六

七
百
七
十
七

七
百
七
十
八

七
百
七
十
九

ー

高
速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）

地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）

首
都
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）

自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
・
一
十
六
号
）

不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
’
二
号
）

新
幹
線
鉄
道
に
お
け
る
列
車
運
行
の
安
全
を
妨
げ
る
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
特
例
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
十
一
号
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八
百
二
十
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
適
正
な
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）

八
百
二
十
一
賃
貸
住
宅
の
管
理
業
務
等
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
六
十
号
）

八
百
二
十
二
温
泉
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
一
・
十
五
号
）

八
百
二
十
三
自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
い
す

八
百
二
十
四
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）

八
百
二
十
五
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）

八
百
二
十
六
騒
音
規
制
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）

八
百
二
十
七
悪
臭
防
止
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
一
号
）

八
百
二
十
八
自
然
環
境
保
全
法
（
昭
和
四
’
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）

八
百
二
十
九
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）

八
百
三
十
振
動
規
制
法
（
昭
和
五
十
一
年
他
律
第
六
十
四
号
）

八
百
三
十
一
浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
払
律
第
四
十
三
号
）

八
百
三
十
二
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）

八
百
三
十
三
特
定
水
道
利
水
障
害
の
防
止
の
た
め
の
水
道
水
源
水
域
の
水
質
の
保
全
に
関
す
る
特
別
措
臓
法
（
平
成
六
年
法
律
第
九
号

）
八
百
三
十
四
南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）

八
百
四
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）

八
百
五
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
閨
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）

八
百
六
中
部
国
際
空
港
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
三
’
六
号
）

八
百
七
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）

八
百
八
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
’
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）

八
百
九
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）

八
百
十
独
立
行
政
法
人
国
際
観
光
振
興
機
櫛
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）

八
百
十
一
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）

八
百
十
二
成
田
国
際
空
港
株
式
会
社
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）

八
百
十
三
国
際
航
海
船
舶
及
び
国
際
港
湾
施
設
の
保
安
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
三
十
一
号
）

八
百
十
四
高
速
道
路
株
式
会
社
法
（
平
成
’
六
年
法
律
第
九
十
九
号
）

八
百
十
五
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
一
口
豆

八
百
十
六
民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
而
年
法
律
第
六
十
七
号
）

八
百
十
七
海
賊
多
発
海
域
に
お
け
る
日
本
船
舶
の
警
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
五
号
〉

八
百
十
八
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
澱
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）

八
百
十
九
住
宅
宿
泊
事
業
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
六
十
五
号
）
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八
百
三
十
五
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
‐

八
百
三
十
六
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
《

八
百
三
十
七
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
環
境
研
究
所
法
（
平
成
‐

八
百
三
十
八
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
」

八
百
三
十
九
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
坐

八
百
四
十
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）

八
百
四
十
一
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
牢

八
百
四
十
二
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
法
（
平
成
十
一

八
百
四
十
三
中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
（
平
成
’

八
百
四
十
四
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規
制
に
よ
る
ゞ

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関

独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
法
（
平
成
十
五

八
百
四
十
五

八
百
四
十
六

八
百
四
十
七

八
百
四
十
八

八
百
四
十
九

八
百
五
十
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

八
百
五
十
一
建
築
物
用
地
下
水
の
採
取
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

八
百
五
十
二
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号
）

八
百
五
十
三
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五

八
百
五
十
四
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号

八
百
五
十
五
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年

八
百
五
十
六
公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八

八
百
五
十
七
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す

八
百
五
十
八
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律

八
百
五
十
九
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律

八
百
六
十
放
射
線
を
発
散
さ
せ
て
人
の
生
命
等
に
危
険
を
生
じ
さ
せ
ろ

放
射
線
を
発
散
さ
せ
て
人
の
生
命
等
に
危
険
を
生
じ
さ
せ
る

公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八

（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号

（
昭
和
四
十
八
年

（
昭
和
四
十
五

八
百
六
十
一

八
百
六
十
二

八
百
六
十
三

放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
号
）

Ｂ

百
五
十
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
号
）

百
五
十
一
建
築
物
用
地
下
水
の
採
取
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
白
号
）

号
一

号
一

行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
八

年
法
律
第
百
十
七
号
）

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）

国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
環
境
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
十
六
号
）

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
四
号
）

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
五
号
）

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
圭

特
定
特
殊
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
拾

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
）

↑
関
す
る
法
律
（
平
成

す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）

年
法
律
第
四
十
三
号
）

中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
’
四
号
）

遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規
制
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律

水
俣
病
被
害
者
の
救
済
及
び
水
俣
病
問
題
の
解
決
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た

年
法
律
第
一

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
全

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
一

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）

原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
四
十
七
号
）

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
．
一
百
六
十
六
号
）

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）

）法
律
第
百
五
号
）

庁
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
一
号
）

程
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）

咽
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
百
八
号
）

年
法
律
第
百
三
十
七
号
） 十

六
年
法
律
第
七
十
八
号
）

（
平
成
十
七
年
法
律
第
万
十
一
号
）

（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
七
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八
百
六
十
四
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
等
に
伴
う
秘
密
保
護
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
白
六
十
六
号
）

八
百
六
十
五
武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律

第
百
十
六
号
）

八
百
六
十
六
武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
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